
生
活
保
護
法
改
正
と

生
活
困
窮
者
自
立
支
援
法

2特集



は

じ

め

に

二
〇
一
三
年
一
二
月
に
、
生
活
困
窮
者
自
立
支
援
法
案
と
生
活
保
護
法
改
正

案
が
セ
ッ
ト
と
な
っ
て
国
会
で
採
択
さ
れ
た
。
改
正
生
活
保
護
法
は
二
〇
一
四

年
か
ら
、
生
活
困
窮
者
自
立
支
援
法
は
二
〇
一
五
年
か
ら
実
施
さ
れ
て
い
る
。

生
活
保
護
の
あ
り
方
を
め
ぐ
っ
て
は
、「
生
活
保
護
の
あ
り
方
に
関
す
る
専
門

委
員
会
」
が
、「
利
用
し
や
す
く
自
立
し
や
す
い
制
度
へ
」
と
い
う
改
革
の
方

向
を
示
し
た
の
が
二
〇
〇
四
年
一
二
月
で
あ
っ
た
。
一
〇
年
し
て
何
が
具
体
化

さ
れ
た
の
か
、
生
活
保
護
法
の
改
正
点
と
、
生
活
困
窮
者
自
立
支
援
法
の
特
徴

を
検
討
す
る
。

第
一
章

貧
困
・
生
活
困
窮
の
拡
大
・
深
化

１

相
対
的
所
得
貧
困
の
拡
大
・
深
化

貧
困
・
生
活
困
窮
者
へ
の
制
度
改
革
を
論
ず
る
に
あ
た
り
、
ま
ず
、
等
価
可

処
分
所
得
中
央
値
の
五
〇
％
を
貧
困
の
境
目
（
貧
困
線
）
と
す
る
相
対
的
所
得

貧
困
の
推
移
か
ら
、
日
本
の
貧
困
の
深
刻
さ
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

一
九
九
七
年
以
降
、
貧
困
線
の
金
額
が
下
が
り
続
け
て
い
る
（
第
１
図
）。

貧
困
線
は
九
七
年
に
は
年
収
で
一
四
九
万
円
だ
っ
た
の
が
、
二
〇
一
二
年
に
は

一
二
二
万
円
に
ま
で
落
ち
込
ん
だ
。
貧
困
線
そ
の
も
の
が
こ
れ
ほ
ど
大
き
く
下

が
っ
て
い
る
国
は
他
に
な
い
。
貧
困
線
が
年
額
で
二
七
万
、
月
額
で
二
・
二
五

万
円
も
下
が
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
貧
困
線
以
下
で
暮
ら
す
人
の
生
活
困
窮
の

苛
酷
さ
が
増
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

貧
困
線
の
金
額
が
下
が
れ
ば
、
そ
れ
ま
で
貧
困
線
以
下
で
貧
困
と
さ
れ
て
い

た
人
の
一
部
は
、
所
得
が
増
え
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
貧
困
線
よ
り
上
の
所
得

と
な
り
貧
困
で
は
な
く
な
る
。
貧
困
線
が
下
が
れ
ば
、
本
来
は
貧
困
線
以
下
の

人
の
数
は
減
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
貧
困
線
以
下
の
人
は
増
え
続
け
て
い

る
。
一
九
九
七
年
に
貧
困
線
以
下
の
所
得
の
人
が
国
民
に
占
め
る
割
合
（
貧
困

率
）
は
一
四
・
六
％
だ
っ
た
の
が
、
二
〇
一
二
年
に
は
一
六
％
に
達
し
た
。
国

民
の
六
人
に
一
人
、
実
数
に
す
れ
ば
二
〇
〇
〇
万
人
が
貧
困
な
の
で
あ
る
。
貧

困
線
が
低
下
し
困
窮
の
度
合
い
を
強
め
つ
つ
、
そ
う
し
た
暮
ら
し
を
余
儀
な
く

さ
れ
て
い
る
人
が
増
え
続
け
て
い
る
。
所
得
が
非
常
に
低
い
階
層
が
急
増
し
、

そ
れ
が
貧
困
線
を
押
し
下
げ
、
貧
困
率
を
上
昇
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
中
流

層
の
所
得
が
低
下
し
、
国
民
全
体
が
貧
し
く
な
っ
た
と
い
う
側
面
だ
け
で
な

く
、
所
得
が
き
わ
め
て
低
い
低
所
得
層
が
拡
大
し
た
こ
と
に
こ
そ
注
目
し
な
れ

ば
な
ら
な
い
。
社
会
の
底
が
抜
け
て
し
ま
っ
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。
日
本
の
貧

困
の
深
刻
さ
は
こ
こ
に
現
れ
て
い
る
。

２

住
民
税
非
課
税
世
帯
の
拡
大

非
課
税
と
い
う
指
標
か
ら
貧
困
の
広
が
り
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
最

低
生
活
以
下
の
収
入
の
人
か
ら
税
金
を
徴
収
す
る
と
、
そ
の
人
に
劣
悪
な
生
活

を
強
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
、
最
低
生
活
以
下
の
収
入
の
人
は
非
課
税

扱
い
と
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
非
課
税
の
人
す
べ
て
が
貧
困
と
い
う
わ
け
で

は
な
い
。
本
人
が
非
課
税
で
あ
っ
て
も
、
収
入
の
高
い
世
帯
員
に
扶
養
さ
れ
て

い
れ
ば
、
貧
困
に
は
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
住
民
税
非
課
税
世
帯
に
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%

属
す
る
人
と
は
、
世
帯
全
員
が
市
町
村
民
税
（
均
等
割
）
非
課
税
で
あ
る
人
の

こ
と
で
あ
る
。
世
帯
員
の
な
か
に
非
課
税
基
準
を
上
回
る
収
入
を
得
て
い
る
人

が
誰
も
い
な
い
、
生
活
に
困
窮
し
た
世
帯
で
あ
る
。
現
在
、
住
民
税
非
課
税
世

帯
に
属
す
る
人
が
、
生
活
保
護
利
用
者
を
除
き
、
二
四
〇
〇
万
人
、
国
民
の
一

九
％
に
及
ん
で
い
る
。
こ
の
数
字
は
消
費
税
率
八
％
へ
の
引
き
上
げ
が
低
所
得

者
に
も
た
ら
す
負
担
に
対
応
し
、
住
民
税
世
帯
単
位
非
課
税
の
人
で
、
生
活
保

護
利
用
者
を
除
い
た
人
に
支
給
す
る
「
臨
時
福
祉
給
付
金
」
の
支
給
予
定
者
の

数
で
あ
る
。
世
帯
単
位
で
あ
る
た
め
に
、
同
じ
世
帯
の
親
族
に
扶
養
さ
れ
て
い

る
無
業
・
引
き
こ
も
り
の
若
者
、
障
害
者
、
高
齢
者
は
、
親
族
が
課
税
対
象
で

あ
れ
ば
、
本
人
に
所
得
が
な
く
て
も
こ
こ
に
は
入
っ
て
こ
な
い
。
親
元
で
暮
ら

す
こ
う
し
た
人
々
の
多
く
が
抜
け
落
ち
て
い
る
こ
と
に
留
意
が
必
要
で
あ
る
。

住
民
税
非
課
税
基
準
は
、
生
活
保
護
の
な
か
に
八
種
類
あ
る
扶
助
の
う
ち
の

「
生
活
扶
助
」
の
金
額
に
準
拠
し
て
決
め
ら
れ
て
い
る
。
生
活
保
護
の
「
最
低

生
活
費
」
は
、
生
活
扶
助
だ
け
で
な
く
、
住
宅
扶
助
、
医
療
扶
助
、
介
護
扶

助
、
教
育
扶
助
な
ど
を
あ
わ
せ
た
総
額
で
あ
る
。
住
民
税
非
課
税
基
準
は
生
活

保
護
の
生
活
扶
助
だ
け
に
準
拠
し
て
い
る
の
で
、
収
入
額
で
見
る
と
、
生
活
保

護
の
「
最
低
生
活
費
」
よ
り
も
低
い
こ
と
に
な
る
。
生
活
保
護
の
最
低
生
活
費

よ
り
低
い
の
が
住
民
税
非
課
税
世
帯
で
あ
り
、
こ
こ
に
属
す
る
人
が
住
民
の
ほ

ぼ
二
割
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

貧
困
を
把
握
す
る
の
に
住
民
税
非
課
税
基
準
を
用
い
る
こ
と
へ
は
、
高
齢
世

帯
の
非
課
税
基
準
が
他
よ
り
高
く
設
定
さ
れ
て
お
り
、
高
齢
者
の
数
が
多
く
な

っ
て
し
ま
う
と
い
う
懸
念
が
出
さ
れ
て
（
１
）

い
る
。
し
か
し
、
サ
ン
プ
ル
調
査
を
も

と
に
推
計
し
た
相
対
的
貧
困
率
と
違
い
、
住
民
税
非
課
税
世
帯
は
自
治
体
が
具

体
的
に
そ
の
世
帯
を
把
握
し
て
い
る
現
実
の
世
帯
で
あ
る
。
各
自
治
体
は
、
こ

れ
ら
の
世
帯
の
生
活
実
態
や
困
窮
に
陥
っ
た
要
因
を
具
体
的
に
把
握
し
、
個
別

に
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
貧
困
対
策
を
実
際
に
行
う
う
え
で
、
重
要
な
指

標
で
あ
る
。
高
齢
者
で
は
高
め
に
出
る
と
い
う
こ
と
は
、
貧
困
に
近
い
層
ま
で

を
予
防
的
に
把
握
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
重
要
で
あ
る
。
各
自
治
体

は
、
こ
れ
ら
の
世
帯
の
生
活
実
態
や
困
窮
に
陥
っ
た
要
因
を
把
握
し
、
対
応
す

る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

第１図 貧困線低下・貧困率上昇

〔出所〕 厚生労働省「平成２５年国民生活基礎調査の結果」（２０１４年７月
１５日）より。

特集２ 生活保護法改正と生活困窮者自立支援法

75



201
4年
12月

第
二
章

生
活
保
護
受
給
者
の
推
移

１

増
加
傾
向
か
ら
停
滞
・
減
少
局
面
へ

貧
困
・
生
活
困
窮
の
拡
大
・
深
化
に
生
活
保
護
制
度
は
対
応
で
き
て
い
る
の

だ
ろ
う
か
。

二
〇
一
四
年
一
二
月
現
在
、
生
活
保
護
受
給
世
帯
は
一
六
一
万
八
一
九
六
世

帯
、
受
給
者
は
二
一
七
万
一
六
一
人
、
受
給
率
は
一
・
七
一
％
で
あ
る
（
第
２

図
）。
一
九
九
三
年
で
は
受
給
世
帯
五
八
万
六
一
〇
六
世
帯
、
受
給
人
員
八
八

万
三
一
一
二
人
で
、
戦
後
最
低
の
水
準
だ
っ
た
が
、
そ
の
後
増
加
に
転
じ
、
一

九
九
九
年
に
は
受
給
人
員
が
一
〇
〇
万
人
を
超
え
た
。
そ
れ
か
ら
一
五
年
間
で

受
給
世
帯
、
受
給
者
と
も
倍
増
し
た
こ
と
に
な
る
。
と
り
わ
け
リ
ー
マ
ン
シ
ョ

ッ
ク
に
よ
る
雇
用
調
整
（「
派
遣
切
り
」・
雇
い
止
め
）
に
よ
る
失
業
者
の
急
増

を
受
け
、
二
〇
〇
八
年
秋
か
ら
受
給
者
・
受
給
世
帯
も
急
増
し
た
。
た
だ
し
、

二
〇
一
二
年
に
は
急
増
は
止
ま
り
、
そ
の
後
、
受
給
者
は
二
一
六
万
〜
二
一
七

万
人
台
で
停
滞
し
て
い
る
。
最
新
の
状
況
を
見
る
と
、
停
滞
状
況
か
ら
、
減
少

局
面
に
移
り
か
け
て
い
る
。

先
に
見
た
よ
う
に
、
相
対
的
所
得
基
準
や
住
民
税
世
帯
単
位
非
課
税
基
準
で

と
ら
え
た
貧
困
状
態
の
人
は
二
〇
〇
〇
万
人
を
超
え
て
い
る
。
生
活
保
護
受
給

者
は
倍
増
し
た
と
は
い
え
、
こ
う
し
た
指
標
で
と
ら
え
た
貧
困
の
う
ち
の
一
割

ほ
ど
を
カ
バ
ー
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
受
給
者
の
増
加
が
貧
困
の
拡
大
に
追

い
つ
い
た
と
は
い
え
な
い
。

２

世
帯
構
成
の
特
徴

生
活
保
護
を
受
給
し
て
い
る
世
帯
を
類
型
別
に
見
る
と
、「
高
齢
者
世
帯
」

（
男
女
と
も
六
五
歳
以
上
の
者
の
み
で
構
成
さ
れ
て
い
る
世
帯
か
、
こ
れ
ら
に

第２図 生活保護受給者の推移

〔出所〕 厚生労働省「福祉行政報告例」「被保護者調査」より作成。
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一
八
歳
未
満
の
未
婚
の
者
が
加
わ
っ
た
世
帯
）
が
急
増
し
続
け
て
い
る
（
第
３

図
）。
六
五
歳
以
上
人
口
に
占
め
る
生
活
保
護
受
給
者
の
割
合
は
二
・
六
三
％

（
内
閣
府
『
平
成
二
六
年
版
高
齢
社
会
白
書
』、
二
〇
一
四
年
七
月
）
で
あ
り
、

受
給
世
帯
数
、
受
給
者
数
、
高
齢
者
の
受
給
率
は
そ
れ
ぞ
れ
増
加
し
続
け
て
い

る
。「
障
害
者
世
帯
」（
世
帯
主
が
障
害
者
加
算
を
受
け
て
い
る
か
、
身
体
障

害
、
知
的
障
害
等
の
心
身
上
の
障
害
の
た
め
働
け
な
い
世
帯
）
は
漸
増
傾
向
に

あ
る
。

逆
に
、「
傷
病
者
世
帯
」（
世
帯
主
が
入
院
し
て
い
る
か
在
宅
患
者
加
算
を
受

け
て
い
る
世
帯
、
ま
た
は
世
帯
主
が
傷
病
の
た
め
働
け
な
い
者
で
あ
る
世
帯
）

は
、
減
少
し
続
け
て
い
る
。「
母
子
世
帯
」（
現
に
配
偶
者
が
い
な
い
六
五
歳
未

満
の
女
子
と
一
八
歳
未
満
の
そ
の
子
の
み
で

構
成
さ
れ
て
い
る
世
帯
）
は
、
母
子
世
帯
及

び
子
ど
も
の
貧
困
が
社
会
問
題
と
な
っ
て
い

る
の
に
増
え
て
お
ら
ず
、
減
り
始
め
て
い

る
。
生
活
保
護
を
受
給
し
て
い
る
母
子
世
帯

は
一
九
万
世
帯
で
あ
り
、
母
子
の
み
に
よ
り

構
成
さ
れ
る
全
母
子
世
帯
約
七
六
万
世
帯
の

う
ち
の
、
一
四
・
三
％
ほ
ど
で
あ
る
。

特
徴
的
な
の
は
、「
そ
の
他
の
世
帯
」（
上

記
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
世
帯
）
が
二

〇
〇
八
年
に
急
増
し
た
が
、
二
〇
一
二
年
を

ピ
ー
ク
に
減
り
始
め
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

世
帯
類
型
別
の
推
移
を
検
討
す
る
う
え
で
、

ど
の
よ
う
な
ニ
ー
ズ
を
抱
え
て
い
る
の
か
が

不
明
な
「
そ
の
他
」
が
二
番
目
の
位
置
を
占

め
る
と
い
う
の
は
、
分
類
上
、
問
題
で
あ

る
。「
そ
の
他
の
世
帯
」
の
急
増
は
就
労
可

能
な
生
活
保
護
受
給
者
の
急
増
と
み
な
さ

れ
、
生
活
保
護
制
度
見
直
し
を
求
め
る
諸
提

案
の
根
拠
と
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
構
成

第３図 世帯類型別推移

〔出所〕 厚生労働省「福祉行政報告例」「被保護者調査」より作成。

第２２表 世帯類型別の単身世帯割合

その他の
世帯

６５．７％

３４．３％

１００．０％

〔出所〕 社会保障審議会生活保護基準部会「社会保障審議会生活保護基
準部会報告書」（２０１５年１月９日）８頁より。

傷病者・障害者
世帯

８１．７％

１８．３％

１００．０％

母子世帯

－

１００．０％

１００．０％

高齢者世帯

９０．１％

９．９％

１００．０％

総 数

７７．４％

２２．６％

１００．０％

単身世帯

２人以上の世帯

合計
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員
を
年
齢
階
級
別
に
見
る
と
、
二
〇
〜
二
九
歳
は
五
・
三
％
だ
け
で
、
五
〇
歳

以
上
が
五
四
％
で
あ
り
、
中
高
年
が
過
半
を
占
め
て
い
る
（
二
〇
一
二
年
）。

実
際
に
ど
の
よ
う
な
制
約
や
ニ
ー
ズ
を
持
っ
た
世
帯
お
よ
び
個
人
が
こ
こ
に
含

ま
れ
て
い
る
か
は
詳
し
く
検
討
さ
れ
て
い
な
い
。

生
活
保
護
受
給
世
帯
に
占
め
る
単
身
世
帯
の
割
合
は
全
体
で
七
七
・
四
％
と

高
い
（
第
２２
表
）。
高
齢
者
世
帯
で
は
九
割
が
単
身
世
帯
で
あ
る
。
日
常
生
活

支
援
ニ
ー
ズ
や
孤
立
を
防
ぐ
た
め
の
社
会
生
活
支
援
ニ
ー
ズ
が
高
い
こ
と
が
わ

か
る
。
傷
病
者
世
帯
、
障
害
者
世
帯
も
、
同
様
の
ニ
ー
ズ
を
持
つ
単
身
世
帯
が

そ
れ
ら
の
八
割
を
超
え
て
い
る
。
他
方
、
そ
の
他
の
世
帯
は
二
人
以
上
の
世
帯

が
三
分
の
一
あ
る
。
実
際
に
は
ど
の
よ
う
な
世
帯
構
成
な
の
か
、
立
ち
入
っ
た

分
析
が
必
要
で
あ
る
。

３

生
活
保
護
の
開
始
お
よ
び
廃
止
状
況

保
護
開
始
世
帯
数
は
二
〇
〇
八
年
に
激
増
し
た
が
、
一
過
性
の
も
の
で
あ
っ

た
。
二
〇
〇
九
年
か
ら
年
間
の
開
始
件
数
は
減
少
し
、
現
在
は
二
〇
〇
八
年
以

前
の
水
準
に
戻
っ
て
い
る
（
第
４
図
）。
廃
止
世
帯
数
は
二
〇
〇
八
年
度
以
降

増
加
し
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
受
給
世
帯
の
純
増
（「
開
始
世
帯
数－
廃
止
世

帯
数
」）
は
二
〇
〇
八
年
こ
そ
顕
著
だ
っ
た
が
、
翌
年
か
ら
純
増
幅
は
小
さ
く

な
り
、
開
始
件
数
と
廃
止
件
数
が
ほ
ぼ
同
じ
状
態
に
な
ろ
う
と
し
て
い
る
。
最

近
の
傾
向
を
見
る
と
、
廃
止
件
数
の
ほ
う
が
開
始
件
数
を
上
回
る
状
態
に
転

じ
、
世
帯
数
が
純
減
す
る
こ
と
も
予
想
さ
れ
る
。

保
護
の
廃
止
理
由
を
見
る
と
、
死
亡
、
失
そ
う
に
よ
る
保
護
廃
止
が
多
い

（
第
２３
表
）。
死
亡
に
よ
る
保
護
廃
止
が
多
い
の
は
、
高
齢
受
給
者
が
増
え
て
い

る
も
と
で
当
然
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
生
活
保
護
受
給
者
に
自
殺
者
が
多
い

第４図 保護の開始・廃止件数の年次推移

〔出所〕 社会・援護局関係主管課長会議資料（２０１５年３月９日）７４頁。
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こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
社
会
・
援
護
局
関
係

主
管
課
長
会
議
資
料
、
二
〇
一
五
年
三
月
九
日
、

八
七
頁
）。
死
亡
し
た
人
の
年
齢
や
理
由
の
検
討

が
必
要
で
あ
る
。
適
切
な
援
助
が
あ
れ
ば
死
亡
を

防
げ
た
ケ
ー
ス
も
あ
る
だ
ろ
う
。
失
そ
う
に
よ
る

保
護
廃
止
が
多
い
こ
と
に
、
生
活
保
護
運
用
上
の

問
題
が
表
れ
て
い
る
。
受
給
者
側
に
問
題
が
あ
る

の
か
、
福
祉
事
務
所
側
の
対
応
に
問
題
が
あ
っ
た
の
か
、
検
討
が
必
要
で
あ

る
。
福
祉
事
務
所
に
よ
る
支
援
が
あ
れ
ば
防
げ
る
は
ず
で
あ
り
、
対
応
を
改
善

す
る
必
要
が
あ
る
。

働
き
に
よ
る
収
入
の
増
加
に
よ
る
保
護
廃
止
が
増
え
て
い
る
の
が
近
年
の
特

徴
で
あ
る
。
た
だ
し
、
保
護
廃
止
と
な
っ
た
世
帯
の
収
入
が
、
最
低
生
活
費
ぎ

り
ぎ
り
、
も
し
く
は
最
低
生
活
費
以
下
で
あ
る
こ
と
が
福
祉
事
務
所
の
調
査
か

ら
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
（
２
）

い
る
。
安
定
し
て
保
護
か
ら
抜
け
出
て
い
る
の
か
、
い

わ
ゆ
る
「
回
転
ド
ア
効
果
」
で
、
一
回
保
護
か
ら
出
て
も
ま
た
保

護
に
戻
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
か
、
ま
た
は
、
保
護
か
ら
抜
け

て
、
最
低
生
活
以
下
の
暮
ら
し
を
し
て
い
る
こ
と
が
な
い
か
、
こ

れ
も
検
証
が
必
要
で
あ
る
。

傷
病
の
治
癒
に
よ
る
保
護
廃
止
が
著
し
く
減
少
し
て
い
る
。
か

つ
て
、
ホ
ー
ム
レ
ス
状
態
の
人
が
緊
急
入
院
し
た
際
に
医
療
扶
助

の
み
単
給
し
、
退
院
し
た
時
点
で
「
傷
病
の
治
癒
」
と
し
て
保
護

を
廃
止
し
て
い
た
自
治
体
が
多
か
っ
た
。
現
在
は
入
院
時
に
も
生

活
扶
助
を
給
付
し
、
退
院
後
は
居
宅
も
し
く
は
施
設
で
保
護
を
継

続
し
て
保
障
す
る
と
い
う
当
然
の
運
用
に
転
換
し
た
と
こ
ろ
も
あ

る
。
こ
う
し
た
運
用
の
変
化
が
一
定
反
映
し
て
い
る
と
推
察
さ
れ

る
が
、
こ
こ
も
検
討
が
必
要
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、「
そ
の
他
」
と
さ
れ
て
い
る
件
数
が
多
す
ぎ

る
。
そ
の
他
と
分
類
さ
れ
た
ケ
ー
ス
の
実
態
が
明
ら
か
に
さ
れ
な

い
こ
と
に
は
、
傾
向
を
論
じ
よ
う
が
な
い
。

保
護
廃
止
と
な
っ
た
世
帯
が
、
平
均
ど
れ
だ
け
の
期
間
保
護
を

受
給
し
て
い
た
の
か
を
見
た
の
が
、
第
２４
表
で
あ
る
。
死
亡
に
よ

る
保
護
廃
止
は
平
均
九
年
目
と
い
う
こ
と
だ
が
、
内
実
の
分
析
が

第２３表 保護の廃止件数（理由別）

その他

１８８４

４２１４

〔出所〕 社会保障・人口問題研究所『「生活保護」に関する公的統計データ一覧』より作成。

医療費の
他法負担

６５

７３

施設入所

２６７

２７４

親類・
縁者等の
引取り

３１５

５１２

仕送りの
増加

１０１

１２４

社会保障
給付金の
増加

５０３

６３１

働き手の
転入

１１９

１１３

働きによ
る収入の
増加

１５２０

２４７４

失そう

１７５６

１３８７

死亡

２５５９

４７５６

傷病の
治癒

２６６９

２１５

２００４年

２０１２年

第２４表 廃止理由別にみた平均保護受給期間

平均保護
受給期間（月）

５５．５

３２．１

５２．９

１０１．５

１４．７

３０．３

７１．１

５６．７

７０．７

５６．４

１００．１

１１１．０

３７．８

〔出所〕「平成２４年度 被保護者調査」より作成。

総 数

傷病治癒（世帯主）

傷病治癒（世帯員）

死亡

失そう

働きによる収入の増加・取得

働き手の転入

社会保障給付金の増加

仕送りの増加

親類・縁者等の引取り

施設入所

医療費の他法負担

その他

特集２ 生活保護法改正と生活困窮者自立支援法
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必
要
な
の
は
先
述
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
失
そ
う
に
よ
る
保
護
廃
止
は
二
年
目

に
な
っ
た
頃
で
あ
る
。
保
護
開
始
か
ら
一
定
の
時
間
が
過
ぎ
て
お
り
、
そ
の
間

の
支
援
の
内
容
や
質
が
問
い
直
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
働
き
に
よ
る
収
入
の

増
加
に
よ
る
保
護
廃
止
は
、
三
年
目
に
な
っ
て
か
ら
と
い
う
の
が
平
均
的
で
あ

る
。
二
年
以
上
か
か
る
こ
と
を
前
提
し
て
就
労
支
援
に
取
組
む
こ
と
が
必
要
で

あ
る
。

小
括

保
護
受
給
者
激
増
は
一
過
的
な
も
の
で
あ
り
、
現
在
は
停
滞
か
ら
減
少
局
面

へ
転
換
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
、
大
幅
に
増
加
し
続
け
て
い
る
の

は
単
身
高
齢
者
で
あ
る
。
単
身
障
害
者
も
増
加
し
て
い
る
。
就
労
可
能
な
人
の

増
加
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
の
根
拠
と
な
っ
た
そ
の
他
の
世
帯
は
、
減
少
し
始
め
て

い
る
。

受
給
者
が
二
〇
年
弱
の
間
に
倍
増
し
、
財
政
負
担
が
増
え
た
の
は
た
し
か
で

あ
る
。
特
に
二
〇
〇
八
年
以
降
の
急
増
に
よ
っ
て
、
社
会
的
な
関
心
を
集
め
、

政
治
の
争
点
に
も
な
っ
た
。
か
く
し
て
、
生
活
保
護
受
給
者
の
増
加
が
制
度
改

革
の
原
動
力
と
な
り
、
生
活
困
窮
者
支
援
制
度
の
見
直
し
が
進
め
ら
れ
た
。
高

齢
世
帯
が
受
給
者
増
加
の
最
大
要
因
で
あ
る
が
、
制
度
改
革
は
、
就
労
可
能
な

生
活
困
窮
者
の
増
加
へ
の
対
応
を
中
心
に
検
討
さ
れ
て
き
た
。

第
三
章

生
活
保
護
改
革
議
論
の
開
始
と
リ
ー
マ
ン

シ
ョ
ッ
ク
、
第
二
の
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト

１

セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
改
革
に
向
け
た
議
論
の
開
始

一
九
九
〇
年
代
後
半
か
ら
の
失
業
や
不
安
定
就
労
な
ど
に
よ
る
、
就
労
可
能

な
生
活
困
窮
者
の
増
加
に
対
し
て
、
方
向
性
の
異
な
る
改
革
案
が
提
起
さ
れ
、

具
体
化
に
向
け
た
動
き
が
重
な
り
合
い
、
反
発
し
あ
い
な
が
ら
進
ん
で
き
た
。

一
つ
は
、「
生
活
保
護
を
利
用
し
や
す
く
し
、
自
立
支
援
施
策
を
拡
充
す

る
」
と
い
う
方
向
性
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、「
生
活
保
護
で
は
な
く
、
生
活

保
護
の
手
前
で
支
え
る
」
と
い
う
方
向
性
で
あ
る
。
本
来
、
こ
の
両
者
は
並
行

し
て
進
む
べ
き
だ
が
、
生
活
保
護
受
給
者
が
増
加
す
る
と
、
そ
れ
へ
の
反
発
が

バ
ネ
と
な
っ
て
後
者
が
政
策
上
重
視
さ
れ
、
優
先
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
生
活
保
護
の
手
前
で
支
え
る
と
い
う
方

向
性
が
、
ま
た
二
つ
に
分
か
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
一
つ
は
、
生
活
困
窮
に
陥
ら

な
い
よ
う
に
、
防
貧
対
策
と
し
て
、
雇
用
保
険
と
生
活
保
護
の
間
に
「
第
二
の

セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
」
を
創
設
し
よ
う
と
い
う
動
き
で
あ
る
。
失
業
手
当
や
住

宅
手
当
な
ど
の
社
会
手
当
（
金
銭
給
付
）
の
創
設
が
め
ざ
さ
れ
て
き
た
。
も
う

一
つ
は
、
す
で
に
生
活
に
困
窮
し
た
人
た
ち
が
生
活
保
護
に
流
入
す
る
の
を
防

止
す
る
た
め
の
施
策
を
具
体
化
し
よ
う
と
い
う
動
き
で
あ
る
。
両
者
の
性
格
は

大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。

生
活
保
護
を
利
用
し
や
す
く
し
つ
つ
、
自
立
支
援
を
拡
充
し
よ
う
と
い
う
方
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向
は
、
二
〇
〇
四
年
に
社
会
保
障
審
議
会
福
祉
部
会
「
生
活
保
護
の
在
り
方
に

関
す
る
専
門
委
員
会
報
告
」
が
示
し
た
も
の
で
あ
る
（
社
会
保
障
審
議
会
福
祉

部
会
生
活
保
護
の
在
り
方
に
関
す
る
専
門
委
員
会「
報
告
書
」、
二
〇
〇
四
年
）。

雇
用
保
険
と
生
活
保
護
の
間
に
「
第
二
の
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
」
を
創
設

し
、
生
活
保
護
の
手
前
で
支
え
る
と
い
う
方
向
性
を
代
表
す
る
の
が
、
連
合

（
日
本
労
働
組
合
総
連
合
）
の
提
案
で
あ
る
（
日
本
労
働
組
合
総
連
合
「
制

度
・
政
策
要
求
と
提
言
」
二
〇
〇
七
年
）。
連
合
は
、
雇
用
保
険
を
受
給
で
き

な
い
離
職
者
向
け
に
、
日
本
版
失
業
手
当
と
し
て
、
現
金
給
付
と
職
業
・
教
育

訓
練
を
組
み
あ
わ
せ
た
「
就
労
・
生
活
支
援
給
付
」
の
創
設
を
提
案
し
た
。

生
活
保
護
の
手
前
で
、
要
保
護
状
態
の
境
目
に
あ
る
生
活
困
窮
者
が
生
活
保

護
に
移
行
す
る
の
を
防
止
す
る
と
い
う
目
標
を
掲
げ
た
の
が
、
二
〇
〇
六
年
の

全
国
知
事
会
・
全
国
市
長
会
の
提
案
で
あ
る
（
全
国
知
事
会
・
全
国
市
長
会

「
新
た
な
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
の
提
案
」
二
〇
〇
六
年
）。
生
活
保
護
受
給
者
が

急
増
す
る
恐
れ
が
高
い
と
い
う
認
識
に
立
ち
、
①
「
貧
困
の
罠
」
を
な
く
す
た

め
に
生
活
保
護
給
付
水
準
を
引
き
下
げ
る
、
②
就
労
可
能
な
生
活
保
護
受
給
者

は
受
給
期
間
を
五
年
に
限
る
と
い
う
提
案
に
加
え
、
③
要
保
護
状
態
の
境
目
の

人
が
生
活
保
護
へ
移
行
す
る
の
を
防
止
す
る
た
め
、
就
労
支
援
制
度
を
創
設
す

る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
提
案
が
二
〇
〇
五
年
以
降
、
絡
み
合
い
な
が
ら
推
進
さ
れ
、
具
体

化
さ
れ
て
き
た
。

２

社
会
保
障
審
議
会
福
祉
部
会
生
活
保
護
の
在
り
方
に
関
す
る

専
門
委
員
会
「
報
告
書
」

生
活
保
護
は
、
生
活
に
困
窮
し
た
人
に
、
経
済
給
付
と
あ
わ
せ
て
相
談
援

助
・
自
立
支
援
を
行
い
、
す
べ
て
の
人
が
健
康
で
文
化
的
な
生
活
を
営
む
こ
と

を
保
障
す
る
の
を
目
的
と
し
て
い
る
。
経
済
給
付
と
相
談
援
助
・
自
立
支
援
を

セ
ッ
ト
で
提
供
で
き
る
の
が
生
活
保
護
制
度
の
最
大
の
メ
リ
ッ
ト
で
あ
る
。
し

か
し
、
前
節
で
見
た
よ
う
に
、
貧
困
に
陥
っ
て
い
る
人
の
一
部
し
か
生
活
保
護

を
利
用
で
き
て
い
な
い
。
ま
た
、
生
活
保
護
を
受
給
し
て
い
る
人
へ
の
支
援
は

不
十
分
な
ま
ま
で
あ
る
。
生
存
権
保
障
と
し
て
金
銭
給
付
と
自
立
支
援
を
セ
ッ

ト
で
行
え
る
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
が
発
揮
で
き
る
よ
う
、
受
給
要
件
を
緩
和
し
、

自
立
支
援
の
シ
ス
テ
ム
を
拡
充
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
き
た
。

専
門
委
員
会
「
報
告
書
」
は
、「
利
用
し
や
す
く
自
立
し
や
す
い
制
度
へ
」

改
善
す
る
と
は
、「
生
活
保
護
制
度
の
在
り
方
を
、
国
民
の
生
活
困
窮
の
実
態

を
受
け
と
め
、
そ
の
最
低
生
活
保
障
を
行
う
だ
け
で
な
く
、
生
活
困
窮
者
の
自

立
・
就
労
を
支
援
す
る
観
点
か
ら
見
直
す
こ
と
」
で
あ
る
と
し
た
。
経
済
給
付

を
受
け
や
す
く
し
て
生
活
困
窮
者
を
受
け
止
め
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
の
と
あ
わ

せ
て
、
自
立
支
援
の
援
助
体
制
を
拡
充
し
、
利
用
者
の
生
活
再
建
、
社
会
参

加
、
さ
ら
に
労
働
市
場
で
の
「
再
挑
戦
」
を
可
能
に
し
、
貧
困
か
ら
の
脱
却
の

た
め
の
「
バ
ネ
」
に
し
よ
う
と
提
案
し
た
の
で
あ
る
。

「
自
立
し
や
す
い
制
度
へ
」
と
の
改
善
方
向
を
示
す
に
あ
た
り
、
専
門
委
員

会
「
報
告
書
」
は
、
自
立
お
よ
び
自
立
支
援
の
定
義
と
内
容
そ
の
も
の
を
刷
新

し
た
。こ

こ
で
言
う
「
自
立
支
援
」
と
は
、
社
会
福
祉
法
の
基
本
理
念
に
あ
る
「
利
用
者
が
心

身
共
に
健
や
か
に
育
成
さ
れ
、
又
は
そ
の
有
す
る
能
力
に
応
じ
自
立
し
た
日
常
生
活
を
営

む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
支
援
す
る
も
の
」
を
意
味
し
、
就
労
に
よ
る
経
済
的
自
立
の
た

め
の
支
援
（
就
労
自
立
支
援
）
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
の
被
保
護
者
の
能
力
や
そ
の
抱

え
る
問
題
等
に
応
じ
、
身
体
や
精
神
の
健
康
を
回
復
・
維
持
し
、
自
分
で
自
分
の
健
康
・

生
活
管
理
を
行
う
な
ど
日
常
生
活
に
お
い
て
自
立
し
た
生
活
を
送
る
た
め
の
支
援
（
日
常
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生
活
自
立
支
援
）
や
、
社
会
的
な
つ
な
が
り
を
回
復
・
維
持
す
る
な
ど
社
会
生
活
に
お
け

る
自
立
の
支
援
（
社
会
生
活
自
立
支
援
）
を
も
含
む
も
の
で
あ
る
（
専
門
委
員
会
「
報
告

書
」、
三
頁
）

こ
れ
に
よ
り
、
第
一
に
、
生
活
保
護
法
が
目
標
に
掲
げ
る
「
自
立
助
長
」
と

は
、
社
会
福
祉
法
の
基
本
理
念
に
も
と
づ
く
支
援
そ
の
も
の
で
あ
り
、
生
活
保

護
と
し
て
社
会
福
祉
法
が
定
め
る
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
こ
と
だ
と
明
確

に
し
た
。
社
会
福
祉
法
第
三
条
（
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
基
本
的
理
念
）
は
、「
福

祉
サ
ー
ビ
ス
は
、
個
人
の
尊
厳
の
保
持
を
旨
と
し
、
そ
の
内
容
は
、
福
祉
サ
ー

ビ
ス
の
利
用
者
が
心
身
と
も
に
健
や
か
に
育
成
さ
れ
、
又
は
そ
の
有
す
る
能
力

に
応
じ
自
立
し
た
日
常
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
支
援
す
る
も
の
と

し
て
、
良
質
か
つ
適
切
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
て
い
る
。
生
活

保
護
の
自
立
支
援
を
こ
れ
と
同
じ
定
義
に
す
る
こ
と
で
、
生
活
保
護
に
お
け
る

自
立
支
援
は
、「
個
人
の
尊
厳
の
保
持
を
旨
」
と
す
る
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
ほ
か

な
ら
な
い
と
定
義
し
直
し
た
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
は
大
き
い
。

第
二
に
、
自
立
支
援
の
内
容
を
、
経
済
的
自
立
・
就
労
自
立
に
限
定
す
る
の

で
は
な
く
、
生
活
保
護
を
利
用
し
て
安
定
し
た
暮
ら
し
を
取
り
戻
し
、
自
分
ら

し
い
日
常
生
活
と
社
会
生
活
を
お
く
っ
て
い
く
こ
と
が
自
立
で
あ
る
と
し
た
。

注
目
す
べ
き
は
、
社
会
福
祉
法
が
規
定
す
る
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
基
本
理
念
で

は
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
を
日
常
生
活
自
立
の
支
援
と
し
て
い
る
が
、
そ
れ

に
加
え
、
生
活
保
護
の
自
立
支
援
は
社
会
生
活
自
立
支
援
を
内
容
に
掲
げ
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
社
会
的
孤
立
、
社
会
的
排
除
へ
の
対
応
を
意
識
し
、「
個
人

の
尊
厳
の
保
持
」
の
内
容
を
拡
充
し
た
規
定
で
あ
る
。
生
活
保
護
受
給
者
は
こ

う
し
た
幅
広
い
内
容
の
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
の

で
あ
る
。

他
方
で
、
専
門
委
員
会
「
報
告
書
」
は
、
自
立
支
援
を
、
生
活
保
護
法
が
利

用
者
に
課
し
て
い
る
「
生
活
の
維
持
、
向
上
に
努
め
る
義
務
」
を
果
た
す
こ
と

を
可
能
に
す
る
福
祉
サ
ー
ビ
ス
で
あ
る
と
位
置
づ
け
て
い
る
。

自
立
・
就
労
支
援
施
策
を
活
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
生
活
保
護
法
で
定
め
る
「
能
力
に

応
じ
て
勤
労
に
励
み
、
支
出
の
節
約
を
図
り
、
そ
の
他
生
活
の
維
持
、
向
上
に
努
め
る
義

務
」
を
果
た
し
、
労
働
市
場
へ
の
積
極
的
な
再
参
加
を
目
指
す
と
と
も
に
、
地
域
社
会
の

一
員
と
し
て
自
立
し
た
生
活
を
送
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
（
同
前
、
三
頁
）。

受
給
者
に
義
務
を
果
た
さ
せ
る
た
め
に
指
導
指
示
で
強
制
す
る
の
で
は
な

く
、「
個
人
の
尊
厳
の
保
持
を
旨
」
と
す
る
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
よ
っ
て
義
務
を

果
た
せ
る
よ
う
援
助
す
る
姿
勢
を
明
確
に
し
た
の
で
あ
る
。
制
裁
に
直
結
し
た

指
導
指
示
型
の
ケ
ー
ス
ワ
ー
ク
で
は
な
く
、
支
援
と
し
て
の
ケ
ー
ス
ワ
ー
ク
の

位
置
づ
け
を
明
確
に
し
た
こ
と
で
も
あ
る
。

こ
の
提
案
を
受
け
、
二
〇
〇
五
年
か
ら
厚
生
労
働
省
は
自
立
支
援
プ
ロ
グ
ラ

ム
実
施
の
た
め
の
補
助
金
を
計
上
し
、
そ
れ
を
財
源
に
全
国
の
福
祉
事
務
所
は

自
立
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
策
定
し
、
福
祉
事
務
所
直
営
で
、
も
し
く
は
事
業
者

へ
委
託
し
て
、
自
立
支
援
を
実
施
し
て
き
た
。
生
活
保
護
法
上
に
制
度
化
し
た

わ
け
で
は
な
い
が
、
予
算
措
置
に
も
と
づ
く
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
と
し
て
、
生

活
保
護
に
お
け
る
自
立
支
援
が
展
開
し
始
め
た
。

補
助
金
に
よ
る
事
業
で
展
開
し
て
き
た
自
立
支
援
諸
施
策
を
、
生
活
保
護
と

し
て
制
度
化
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
（
３
）

っ
た
。
生
活
保
護
法
上
に
福

祉
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
明
文
化
し
、
権
利
と
し
て
の
自
立
支
援
を
保
障
す
る
条
項

を
加
え
、
そ
れ
に
よ
っ
て
財
源
も
確
実
に
す
る
こ
と
が
課
題
に
な
っ
て
き
た
。

３

リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
と
第
二
の
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト

二
〇
〇
八
年
秋
の
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
に
よ
っ
て
、
大
規
模
な
雇
用
調
整
・
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(千人)

「
雇
い
止
め
・
派
遣
切
り
」
が
行
わ
れ
、
非
正
規
労
働
者
は
一
気
に
職
を
奪
わ

れ
、
生
活
困
窮
に
追
い
込
ま
れ
た
。
完
全
失
業
者
は
二
〇
〇
九
年
七
月
末
に
は

三
五
〇
万
人
を
超
え
た
（
第
５
図
）。
二
〇
〇
八
年
一
〇
月
末
の
完
全
失
業
者

数
が
二
五
五
万
人
だ
か
ら
、
半
年
ほ
ど
で
一
〇
〇
万
人
増
加
し
た
。
か
つ
て
な

い
ス
ピ
ー
ド
と
規
模
で
失
業
が
拡
大
し
た
。

失
業
に
対
す
る
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
と
し
て
、
雇
用
保
険
制
度
の
果
た
す
役

割
が
問
わ
れ
た
。
雇
用
保
険
求
職
者
給
付
受
給
者
は
二
〇
〇
九
年
初
頭
か
ら
増

加
し
、
二
〇
〇
九
年
六
月
ま
で
に
五
〇
万
人
増
、
一
〇
〇
万
人
を
超
え
た
。
し

か
し
、
受
給
者
は
全
失
業
者
の
三
〇
％
に
満
た
ず
、
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
と
し

て
充
分
機
能
し
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
（
４
）

っ
た
。
雇
い
止
め
・
派
遣
切
り
に
よ

る
失
業
者
の
多
く
が
非
正
規
雇
用
で
あ
り
、
雇
用
保
険
に
よ
る
生
活
保
障
か
ら

漏
れ
、
住
居
や
生
活
基
盤
の
喪
失
の
危
機
に
直
面
し
た
。
雇
用
保
険
と
生
活
保

第５図 失業者の急増と雇用保険受給者の伸び

〔出所〕 厚生労働省「経済月例報告」隔月版より作成。

第６図 第二のセーフティネット

〔出所〕 著者作成。
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護
の
狭
間
で
、
働
け
る
の
に
仕
事
が
な
く
生
活
に
困
窮
し
た
人
々
に
、
生
活
保

障
と
就
労
支
援
を
あ
わ
せ
て
行
う
こ
と
が
、
国
・
自
治
体
の
緊
急
課
題
と
な
っ

た
。二

〇
〇
八
年
一
二
月
か
ら
、
仕
事
と
住
居
を
失
っ
た
人
の
た
め
の
「
第
二
の

セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
」
と
し
て
、
第
６
図
に
示
し
た
諸
制
度
が
順
次
導
入
さ
れ

た
。
二
〇
〇
八
年
一
二
月
よ
り
「
就
職
安
定
資
金
融
資
」
が
実
施
さ
れ
た
。
二

〇
〇
九
年
七
月
に
、
雇
用
保
険
を
受
給
で
き
な
い
失
業
者
の
た
め
の
緊
急
対
策

と
し
て
、「
訓
練
・
生
活
支
援
給
付
」
が
創
設
さ
れ
た
。「
基
金
訓
練
」
と
し
て

厚
生
労
働
省
が
認
定
し
た
民
間
教
育
訓
練
機
関
で
訓
練
を
受
け
て
い
る
間
（
六

ヵ
月
以
内
）、
生
活
支
援
給
付
金
が
支
給
さ
れ
る
制
度
で
あ
る
。
同
年
一
〇
月

に
は
、
就
労
能
力
と
就
労
意
欲
の
あ
る
離
職
者
の
う
ち
、
住
宅
を
失
っ
た
人
、

失
う
恐
れ
の
あ
る
人
を
対
象
に
、
住
宅
の
確
保
（
住
宅
喪
失
の
予
防
）
と
再
就

職
の
支
援
を
目
的
と
し
た
「
住
宅
手
当
（
住
宅
支
援
給
付
）」
が
実
施
さ
れ

た
。
併
せ
て
、
同
月
よ
り
、「
つ
な
ぎ
資
金
（
貸
付
）」、「
生
活
福
祉
資
金
（
総

合
支
援
機
資
金
）
融
資
」
が
実
施
さ
れ
た
。

矢
継
ぎ
早
に
諸
施
策
が
実
施
さ
れ
た
が
、
融
資
（
貸
付
）
制
度
と
給
付
制
度

が
混
在
し
て
い
る
の
が
第
一
の
特
徴
で
あ
る
。
就
職
安
定
資
金
融
資
が
最
た
る

例
だ
が
、
政
策
担
当
側
が
給
付
制
度
を
創
設
す
る
の
を
躊
躇
し
、
返
済
能
力
に

欠
け
る
人
へ
の
貸
付
と
い
う
無
理
な
制
度
と
し
て
実
施
さ
れ
た
。
返
済
が
焦
げ

つ
く
の
を
見
越
し
た
う
え
で
融
資
が
行
わ
れ
た
。
就
職
安
定
資
金
融
資
は
、
解

雇
や
雇
い
止
め
に
よ
り
社
宅
や
社
員
寮
か
ら
の
退
去
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
非
正

規
労
働
者
の
住
居
の
確
保
に
利
用
さ
れ
、
二
〇
〇
九
年
一
月
か
ら
六
月
ま
で
の

融
資
件
数
は
、
一
月
平
均
約
一
五
〇
〇
件
に
達
し
た
。
し
か
し
、
一
〇
年
に
は

利
用
件
数
は
減
少
し
、
他
方
で
一
部
「
派
遣
会
社
」
と
不
動
産
業
者
よ
る
悪

用
、
詐
取
が
問
題
と
さ
れ
、
そ
れ
を
理
由
に
二
〇
一
〇
年
九
月
に
廃
止
さ
れ
た

（
職
業
安
定
局
雇
用
開
発
課
就
労
支
援
室
「
就
職
安
定
資
金
融
資
制
度
の
廃
止

等
に
つ
い
て
」
二
〇
一
〇
年
七
月
一
日
）。

第
二
の
特
徴
は
、
時
限
付
き
の
金
銭
給
付
が
、
就
労
支
援
と
セ
ッ
ト
と
な
っ

て
提
供
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。「
訓
練
・
生
活
支
援
給
付
」
で
は
生
活
保
障
給

付
と
職
業
訓
練
（「
基
金
訓
練
」）
が
、「
住
宅
手
当
」
で
は
住
宅
扶
助
相
当
額

の
給
付
と
就
労
支
援
が
セ
ッ
ト
と
な
っ
て
提
供
さ
れ
た
。
金
銭
給
付
と
職
業
訓

練
の
関
連
付
け
は
、
職
業
訓
練
中
の
生
活
を
保
障
す
る
た
め
に
金
銭
給
付
を
行

う
と
い
う
の
で
は
な
い
。
金
銭
給
付
を
何
の
縛
り
も
な
し
に
行
う
こ
と
は
で
き

な
い
の
で
、
受
給
す
る
条
件
と
し
て
、
職
業
訓
練
や
就
労
支
援
へ
の
参
加
を
義

務
づ
け
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
形
と
し
て
職
業
訓
練
を
提
供

す
る
こ
と
が
急
遽
必
要
と
な
り
、
質
や
内
容
に
問
題
の
あ
る
職
業
訓
練
が
提
供

さ
れ
る
と
い
う
状
況
が
生
（
５
）

じ
た
。

４

求
職
者
支
援
制
度
の
創
設

「
訓
練
・
生
活
支
援
給
付
」
は
臨
時
の
予
算
措
置
だ
っ
た
が
、
二
〇
一
一
年

七
月
に
「
求
職
者
支
援
制
度
」
と
し
て
恒
久
化
さ
れ
た
。「
第
二
の
セ
ー
フ
テ

ィ
ネ
ッ
ト
」
の
う
ち
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
（
公
共
職
業
安
定
所
）
・
厚
生
労
働
省

労
働
局
が
所
管
し
て
い
る
部
分
が
、
求
職
者
支
援
制
度
と
し
て
制
度
化
さ
れ
た

の
で
あ
る
。

求
職
者
支
援
制
度
は
、「
求
職
者
支
援
訓
練
」
と
「
職
業
訓
練
受
講
給
付

金
」（
月
額
単
身
一
〇
万
円
＋
交
通
費
）
が
セ
ッ
ト
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

求
職
者
支
援
訓
練
は
、
職
種
・
業
種
横
断
的
な
基
礎
的
能
力
を
習
得
す
る
「
基

礎
コ
ー
ス
」
と
、
介
護
、
Ｉ
Ｔ
、
医
療
事
務
な
ど
分
野
ご
と
の
基
礎
的
能
力
か

ら
実
践
的
能
力
ま
で
を
習
得
す
る
「
実
践
コ
ー
ス
」
か
ら
な
る
。
訓
練
期
間
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は
、
三
ヵ
月
〜
六
ヵ
月
で
あ
る
。
職
業
訓
練
受
講
給
付
金
に
は
、
訓
練
の
す
べ

て
の
実
施
日
に
訓
練
を
受
講
し
て
い
る
こ
と
（
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
受

講
し
な
か
っ
た
実
施
日
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
八
割
以
上
）
と
い
う
厳
し

い
出
席
要
件
が
課
さ
れ
て
い
る
。

雇
用
保
険
の
受
給
が
終
了
し
た
人
、
受
給
資
格
要
件
を
満
た
さ
な
か
っ
た

人
、
雇
用
保
険
の
適
用
が
な
か
っ
た
人
、
学

卒
未
就
職
者
、
自
営
廃
業
者
な
ど
、
雇
用
保

険
を
受
給
で
き
な
い
多
様
な
求
職
者
が
利
用

し
て
い
る
。
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
お
い
て
訓
練

受
講
者
ご
と
に
個
別
に
支
援
計
画
を
作
成

し
、
訓
練
開
始
前
、
訓
練
期
間
中
、
訓
練
修

了
後
と
も
、
一
貫
し
て
就
職
支
援
を
し
て
い

る
。
必
要
な
場
合
は
担
当
者
制
で
支
援
が
行

わ
れ
て
い
る
。
修
了
者
の
就
職
率
は
第
２５
表

に
示
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
雇
用
期
間
に
定

め
の
な
い
就
職
が
多
い
と
さ
れ
て
い
る
。

職
業
訓
練
受
講
給
付
金
の
受
給
要
件
は
、

本
人
収
入
が
月
八
万
円
以
下
、
世
帯
収
入
が

月
二
五
万
円
以
下
、
資
産
要
件
は
、
世
帯
金

融
資
産
が
三
〇
〇
万
円
以
下
と
さ
れ
て
い

る
。
求
職
者
支
援
制
度
は
雇
用
保
険
と
生
活

保
護
制
度
と
の
中
間
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
制

度
で
あ
る
が
、
収
入
要
件
は
生
活
保
護
の
最

低
生
活
費
を
上
回
る
も
の
で
は
な
い
。
対
象

と
な
る
の
は
、
生
活
困
窮
に
陥
る
恐
れ
の
あ

る
人
で
は
な
く
、
す
で
に
生
活
困
窮
状
態
の
人
で
あ
る
。
失
業
の
た
め
生
活
に

困
窮
し
て
は
い
る
が
、
生
活
保
護
受
給
を
躊
躇
し
て
い
る
人
、
ま
た
は
、
収
入

が
な
い
の
に
わ
ず
か
な
が
ら
も
預
貯
金
や
、
自
家
用
自
動
車
を
保
有
し
て
い
る

た
め
、
生
活
保
護
受
給
要
件
を
満
た
さ
な
い
人
を
、
生
活
保
護
の
手
前
で
支
援

す
る
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
収
入
要
件
の
低
位
性
は
、
生
活
困
窮
者

自
立
支
援
法
に
も
引
き
継
が
れ
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
が
大
き
な
問
題

を
持
つ
こ
と
は
後
述
の
と
お
り
で
あ
る
。

生
活
困
窮
状
態
に
な
る
前
に
支
援
が
始
め
ら
れ
る
よ
う
に
収
入
要
件
の
改
善

が
必
要
で
あ
る
。
離
職
し
た
人
だ
け
で
な
く
、
就
労
し
て
い
て
も
収
入
が
低
い

「
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
」
の
人
の
転
職
・
再
就
職
を
支
援
で
き
る
制
度
に
発
展
さ

せ
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

第
四
章

新
た
な
生
活
困
窮
者
体
系
の
構
築
と

生
活
保
護
制
度
の
見
直
し
提
案

１

生
活
支
援
戦
略
の
検
討
・
具
体
化
の
プ
ロ
セ
ス

第
二
の
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
の
う
ち
、
残
っ
た
部
分
、
す
な
わ
ち
第
７
図
の

「
新
た
な
生
活
困
窮
者
体
系
の
構
築
」
と
「
生
活
保
護
制
度
↓
国
民
の
信
頼
に

応
え
た
制
度
の
確
立
」
を
一
体
的
に
検
討
す
る
た
め
、
二
〇
一
二
年
四
月
に
社

会
保
障
審
議
会
「
生
活
困
窮
者
の
生
活
支
援
の
在
り
方
に
関
す
る
特
別
部
会
」

が
設
置
さ
れ
、「
生
活
支
援
戦
略
」
の
審
議
が
始
ま
っ
た
。
同
じ
月
に
生
活
保

護
不
正
受
給
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
・
利
用
者
バ
ッ
シ
ン
グ
が
起
き
、
生
活
保
護
へ
の

第２５表 求職者支援制度の２０１３年度実績（修了３ヵ月後の状況）

雇用期間に
定めのない
就職者

５９．８％

６６．２％

〔出所〕 厚生労働省「求職者支援制度の実績」
（ http : / / www . mhlw . go . jp / file / 06-Seisakujouhou-11600000-
Shokugyouanteikyoku/kyuushokusha_jisseki.pdf）より

就職率

８３．４％

８４．２％

就職者

１５，２１０

３３，３５１

修了者

１８，２２７

３９，５７５

受講開始者

２０，０８１

４２，９８４

コース数

１，８１９

３，５４０

基礎コース

実践コース
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生活困窮者支援法創設、保護改革をめぐる動き

２０１１年１２月２４日 野田内閣「日本再生の基本戦略」閣議決定
２０１２年２月１７日 野田内閣「社会保障・税一体改革大綱について」閣議決定

３月５日 自由民主党「生活保護プロジェクトチーム」発足（座長：世耕弘成参議
院議員）

４月 『女性セブン』４月２６日号の記事を端緒に、生活保護「不正受給」キャン
ペーンが展開

４月２６日 社会保障審議会「生活困窮者の生活支援の在り方に関する特別部会」発
足

６月１５日 社会保障・税一体改革に関する三党合意（政府案大幅修正）
７月５日 厚生労働省、国家戦略会議で「生活支援戦略中間まとめ」を報告
７月３１日 野田内閣「日本再生戦略」閣議決定
８月１０日 社会保障制度改革推進法可決成立
１１月２０日 自民党生活保護に関するプロジェクトチーム「生活保護法改正骨子案」
１１月３０日 社会保障制度改革国民会議発足
１２月２６日 衆議院議員総選挙大敗を受け、野田内閣総辞職

安倍内閣成立
２０１３年１月２５日 社会保障審議会「生活困窮者の生活支援の在り方に関する特別特別部会

「報告書」書」とりまとめ
５月１６日 厚労省社会・援護局長通知「就労可能な被保護者の就労・自立支援の基

本方針について」
５月１７日 安倍内閣 生活保護法の一部を改正する法律案、生活困窮者支援法案、

閣議決定
６月４日 両法案、衆議院本会議で可決
６月２６日 参議院にて、両法案とも審議未了、廃案。
１０月２５日 安倍内閣 両法案を所要の改正を行ったうえで、閣議決定
１１月１３日 両法案、参議院本会議で可決
１２月６日 両法案、衆議院本会議で可決、成立

２０１４年２月２７日 厚生労働省生活保護施行規則の一部を改正する省令（案）
４月１８日 厚生労働省生活保護施行規則の一部を改正する省令

第７図 第二のセーフティネットと生活支援戦略

〔出所〕 厚生労働省「『生活支援戦略』中間まとめ参考資料」（２０１２年７月５日）より。
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社
会
の
認
識
が
歪
め
ら
れ
、
生
活
保
護
削
減
と
管
理
・
罰
則
強
化
の
政
治
的
圧

力
が
高
ま
っ
た
な
か
で
審
議
が
行
わ
れ
、
政
権
交
代
を
は
さ
ん
だ
二
〇
一
三
年

一
月
に
特
別
部
会
の
提
言
（
以
下
、
特
別
部
会
「
報
告
書
」）
と
し
て
新
た
な

生
活
困
窮
者
支
援
体
系
の
構
築
が
提
案
さ
れ
た
。

提
言
を
受
け
、
二
〇
一
三
年
五
月
か
ら
生
活
保
護
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案
と
生
活
困
窮
者
支
援
法
案
の
国
会
審
議
が
始
ま
っ
た
。
両
法
案
は
一
度
廃

案
に
な
っ
た
が
、
一
二
月
国
会
で
可
決
、
成
立
し
た
。
生
活
困
窮
者
自
立
支
援

法
は
準
備
期
間
を
お
い
て
、
二
〇
一
五
年
四
月
に
施
行
さ
れ
た
。
こ
れ
に
至
る

経
過
は
、
年
表
に
ま
と
め
た
と
お
り
で
あ
る
。
ポ
イ
ン
ト
を
振
り
返
っ
て
み
よ

う
。２

生
活
困
窮
者
の
生
活
支
援
の
在
り
方
に
関
す
る
特
別
部
会

「
報
告
書
」

�

生
活
困
窮
者
自
立
支
援
法
創
設
の
提
案

特
別
部
会
「
報
告
書
」
は
、
安
定
し
た
雇
用
の
減
少
や
失
業
、
病
気
や
家
族

の
介
護
、
生
活
基
盤
の
劣
化
な
ど
が
要
因
と
な
り
、
生
活
困
窮
が
広
が
り
、
社

会
的
孤
立
が
拡
大
し
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。「
生
活
困
窮
が
広
が
る
な
か

で
、
家
族
な
ど
の
つ
な
が
り
を
な
く
し
て
孤
立
化
す
る
人
々
が
少
な
く
な

い
」、
そ
れ
に
対
し
、「
生
活
困
窮
者
の
活
動
的
な
社
会
参
加
と
就
労
を
支
え
な

が
ら
、
そ
の
生
活
向
上
を
図
り
、
地
域
の
活
力
、
つ
な
が
り
、
信
頼
を
強
め
て

い
こ
う
と
す
る
」
新
し
い
生
活
困
窮
者
支
援
体
系
の
導
入
が
喫
緊
の
課
題
だ
と

し
た
（
二
〜
三
頁
）。
生
活
困
窮
が
広
が
る
な
か
で
の
社
会
的
孤
立
に
着
目

し
、
そ
れ
へ
の
対
応
と
し
て
社
会
参
加
と
就
労
支
援
を
重
視
し
て
い
る
の
が
特

徴
で
あ
る
。
生
活
困
窮
、
経
済
的
困
窮
、
社
会
的
孤
立
、
社
会
参
加
、
こ
れ
ら

の
概
念
が
新
制
度
の
目
的
、
対
象
、
事
業
内
容
を
理
解
す
る
う
え
で
重
要
と
な

る
。特

別
部
会
「
報
告
書
」
は
、
新
制
度
の
創
設
が
必
要
な
理
由
を
、「
生
活
困

窮
者
の
増
大
の
な
か
で
、
生
活
支
援
を
生
活
保
護
制
度
の
み
に
委
ね
る
こ
と
は

で
き
な
い
」（
同
、
四
頁
）
と
し
て
、
生
活
保
護
に
は
限
界
が
あ
る
と
い
う
立

場
を
明
確
に
し
て
い
る
。
生
活
保
護
を
利
用
し
や
す
く
し
、
自
立
支
援
で
き
る

よ
う
改
善
す
る
の
で
は
な
く
、
別
立
て
の
制
度
を
つ
く
る
こ
と
が
選
択
さ
れ

た
。
新
制
度
の
課
題
は
、「
増
大
す
る
生
活
困
窮
者
に
対
し
、
生
活
保
護
受
給

に
至
る
前
の
段
階
か
ら
安
定
し
た
就
労
を
支
援
す
る
こ
と
」（
四
頁
）
に
置
か

れ
た
。
ま
た
、
新
し
く
つ
く
ら
れ
る
生
活
困
窮
者
自
立
支
援
制
度
は
、
生
活
保

護
の
利
用
者
も
含
め
て
、
生
活
困
窮
者
の
社
会
経
済
的
自
立
と
生
活
向
上
を
支

援
す
る
と
し
て
い
る
。
新
た
な
生
活
困
窮
者
自
立
支
援
制
度
が
、
生
活
保
護
に

至
る
前
の
段
階
の
人
と
生
活
保
護
利
用
者
を
支
援
す
る
と
い
う
提
案
で
あ
る
。

新
し
い
生
活
支
援
体
系
に
お
け
る
諸
施
策
は
、
生
活
保
護
の
受
給
者
で
あ
る
か
否
か
を

問
わ
ず
、
生
活
困
窮
者
す
べ
て
の
社
会
的
経
済
的
な
自
立
と
生
活
向
上
を
目
指
す
も
の
で

あ
る
（
同
、
五
頁
）。

新
た
な
生
活
困
窮
者
支
援
制
度
は
、
生
活
困
窮
者
に
対
し
、
生
活
保
護
受
給
に
至
る
前

の
段
階
で
早
期
に
支
援
を
行
う
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
て
生
活
保
護
受
給
者
も
活
用
で

き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
困
窮
状
態
か
ら
の
早
期
脱
却
を
図
る
も
の
で
あ
る

（
同
、
七
頁
）。

福
祉
事
務
所
で
は
、
…
…
〈
中
略
〉
…
…
生
活
保
護
の
受
給
を
開
始
し
た
後
も
、
生
活

保
護
受
給
者
の
意
向
や
状
況
等
を
踏
ま
え
、
新
た
な
相
談
支
援
事
業
の
運
営
機
関
と
も
連

携
し
つ
つ
、
後
述
す
る
就
労
準
備
支
援
事
業
等
の
新
た
な
生
活
困
窮
者
支
援
体
系
に
係
る

サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
こ
と
も
考
え
る
べ
き
で
あ
る
（
同
、
一
三
頁
）。

支
援
事
業
は
、
①
相
談
支
援
、
②
就
労
支
援
、
③
多
様
な
就
労
機
会
の
提

供
、
④
居
住
確
保
支
援
、
⑤
家
計
相
談
支
援
、
⑥
健
康
支
援
、
⑦
子
ど
も
・
若
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者
の
支
援
の
七
分
野
で
、「
包
括
的
・
継
続
的
」
な
「
寄
り
添
い
型
」
の
対
人

援
助
を
行
う
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
。
な
お
、
実
際
に
寄
り
添
い
型
の
支
援
を

す
る
の
は
、
新
た
に
で
き
る
支
援
機
関
そ
の
も
の
で
は
な
い
。「
新
た
な
相
談

支
援
事
業
の
運
営
機
関
は
、
で
き
る
限
り
ケ
ー
ス
を
抱
え
込
む
の
で
は
な
く
、

外
部
の
サ
ー
ビ
ス
機
関
、
社
会
資
源
を
活
用
し
、
こ
れ
ら
の
機
関
等
で
の
支
援

に
つ
な
ぐ
こ
と
」（
一
四
頁
）
と
し
て
い
る
。
相
談
支
援
と
は
何
を
意
味
す
る

か
の
定
義
は
さ
れ
て
い
な
い
が
、
新
た
な
相
談
支
援
事
業
は
、
ア
セ
ス
メ
ン
ト

と
、
他
機
関
へ
の
つ
な
ぎ
、
ケ
ー
ス
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
行
う
も
の
で
あ
り
、
外

部
の
サ
ー
ビ
ス
機
関
や
地
域
の
社
会
資
源
が
寄
り
添
い
支
援
を
行
う
こ
と
に
な

る
。
ま
た
、
新
た
な
相
談
支
援
事
業
は
、
早
期
発
見
や
見
守
り
な
ど
を
可
能
と

す
る
地
域
社
会
づ
く
り
や
社
会
資
源
の
開
発
に
取
組
む
こ
と
も
課
題
だ
と
さ
れ

た
（
同
、
一
四
頁
）。

以
上
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
新
た
な
制
度
と
し
て
提
案
さ
れ
た
の
は
、
相
談

支
援
事
業
と
、
地
域
に
お
け
る
対
人
援
助
資
源
の
開
発
で
あ
る
。
新
た
な
経
済

給
付
の
導
入
は
提
案
さ
れ
て
い
な
い
。
従
来
の
住
宅
支
援
給
付
の
制
度
化
は
提

案
に
含
ま
れ
て
い
る
が
、
対
象
と
期
間
を
限
定
し
た
ま
ま
で
あ
り
、
生
活
困
窮

者
へ
の
経
済
給
付
と
し
て
は
ま
っ
た
く
不
十
分
で
あ
る
。
生
活
困
窮
者
の
生
活

を
支
え
る
経
済
給
付
は
生
活
保
護
だ
け
と
い
う
状
況
は
基
本
的
に
変
ら
な
い
。

新
た
な
経
済
給
付
な
し
で
、
相
談
支
援
に
よ
っ
て
生
活
困
窮
の
要
因
を
解
消

し
、
就
労
支
援
に
よ
っ
て
生
活
困
窮
か
ら
の
脱
却
を
実
現
す
る
と
い
う
提
案
で

あ
る
。

�

生
活
保
護
法
改
正
に
関
す
る
提
案

特
別
部
会
「
報
告
書
」
は
、
生
活
保
護
の
見
直
し
の
「
基
本
的
考
え
方
」
を

次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。

近
年
の
生
活
保
護
受
給
者
が
急
増
す
る
等
の
状
況
に
あ
っ
て
、
現
在
の
生
活
保
護
受
給

者
の
自
立
を
助
長
す
る
仕
組
み
が
必
ず
し
も
十
分
と
は
言
い
難
い
状
況
に
あ
る
。
こ
の
た

め
、
新
た
な
生
活
困
窮
者
支
援
体
系
の
構
築
に
併
せ
、
こ
れ
と
一
体
的
に
生
活
保
護
制
度

の
見
直
し
も
行
い
、
両
制
度
が
相
俟
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
生
活
困
窮
者
の
状
態
や
段
階
に

応
じ
た
自
立
を
促
進
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
（
同
、
三
六
頁
）。

生
活
保
護
に
お
け
る
自
立
助
長
の
仕
組
み
づ
く
り
の
た
め
と
い
う
の
が
、
制

度
見
直
し
の
基
本
に
置
か
れ
て
い
る
。
改
革
の
項
目
は
、「
切
れ
目
の
な
い
就

労
・
自
立
支
援
と
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
の
強
化
」、「
健
康
・
生
活
面
等
に
着
目
し

た
支
援
」、「
不
正
・
不
適
正
受
給
対
策
の
強
化
」、「
医
療
扶
助
の
適
正
化
」、

「
地
方
自
治
体
が
適
切
な
支
援
を
行
え
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
体
制
整
備
等
」、

五
項
目
を
提
案
し
て
い
る
。
自
立
助
長
の
仕
組
み
づ
く
り
と
し
て
、
ど
の
よ
う

な
内
容
が
提
案
さ
れ
た
か
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
ま
た
、
自
立
助
長
の
仕
組
み

づ
く
り
と
は
直
接
か
か
わ
り
の
な
い
、「
不
正
・
不
適
正
受
給
対
策
の
強
化
」

を
め
ぐ
る
議
論
が
大
き
な
争
点
に
な
っ
た
。
こ
の
二
点
に
絞
っ
て
、
提
案
内
容

を
見
て
み
よ
う
。

①
自
立
支
援
の
仕
組
み
づ
く
り

就
労
・
自
立
支
援
と
し
て
は
、
生
活
保
護
の
受
給
に
至
っ
た
者
が
、
就
職
で

き
な
い
と
い
う
状
況
が
長
く
続
く
と
、
自
立
が
困
難
に
な
っ
て
く
る
傾
向
が
あ

る
た
め
、
早
期
に
対
策
を
講
じ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
し
て
、
早
期
の
切
れ

目
の
な
い
就
労
支
援
を
強
調
し
て
い
る
（
三
七
頁
）。
そ
れ
ま
で
の
自
立
支
援

プ
ロ
グ
ラ
ム
の
展
開
を
積
極
的
に
評
価
し
て
い
る
が
、
生
活
保
護
に
お
け
る
自

立
支
援
の
制
度
化
や
、
財
源
を
安
定
さ
せ
る
た
め
の
提
案
は
し
て
い
な
い
。
基

本
は
、
金
銭
的
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
の
強
化
に
置
か
れ
て
い
る
。
就
職
活
動
へ
の

イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
と
し
て
は
、
就
労
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
へ
の
参
加
な
ど
、
活
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動
内
容
や
頻
度
等
を
踏
ま
え
て
自
ら
積
極
的
に
就
労
活
動
に
取
り
組
ん
で
い
る

と
認
め
ら
れ
る
者
に
対
し
て
、
一
定
の
手
当
を
支
給
す
る
こ
と
を
提
起
し
て
い

る
。
就
労
し
て
い
る
受
給
者
へ
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
と
し
て
は
、
勤
労
控
除
制

度
の
見
直
し
と
、
特
別
控
除
の
廃
止
を
提
案
し
て
い
る
。
生
活
保
護
を
脱
却
す

る
た
め
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
強
化
と
し
て
は
、
保
護
受
給
中
の
就
労
収
入
の
う

ち
、
収
入
認
定
さ
れ
た
金
額
の
範
囲
内
で
一
定
額
を
仮
想
的
に
積
み
立
て
、
安

定
就
労
の
機
会
を
得
た
こ
と
に
よ
り
保
護
廃
止
に
至
っ
た
時
に
支
給
す
る
制
度

（
就
労
収
入
積
立
制
度
）
創
設
を
検
討
す
る
よ
う
提
案
し
て
い
る
。

健
康
・
生
活
面
で
の
支
援
と
し
て
は
、
福
祉
事
務
所
側
の
体
制
整
備
だ
け
で

な
く
、
効
果
的
な
助
言
指
導
の
た
め
に
、
福
祉
事
務
所
が
「
こ
れ
ま
で
個
人
情

報
保
護
の
観
点
か
ら
入
手
が
難
し
か
っ
た
、
健
康
診
査
の
結
果
等
を
入
手
可
能

に
す
る
こ
と
」
や
、「
受
給
者
の
状
況
に
応
じ
て
レ
シ
ー
ト
又
は
領
収
書
の
保

存
や
家
計
簿
の
作
成
な
ど
支
出
内
容
を
事
後
で
も
把
握
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ

と
」
な
ど
管
理
強
化
に
向
け
た
具
体
的
な
提
起
を
し
て
い
る
（
同
、
四
〇

頁
）。②

不
正
・
不
適
正
受
給
対
策
の
強
化

不
正
受
給
対
策
の
必
要
性
に
つ
い
て
は
、「
把
握
さ
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
を
金

額
ベ
ー
ス
で
見
る
と
全
体
の
保
護
費
の
〇
・
四
％
と
い
う
水
準
で
は
あ
る
」
と

し
、
不
正
受
給
が
ご
く
一
部
の
問
題
と
認
め
て
い
る
が
、「
一
部
で
あ
っ
て
も

受
給
が
あ
り
、
そ
の
こ
と
へ
の
対
応
を
放
置
す
る
こ
と
は
、
生
活
保
護
制
度
全

体
へ
の
国
民
の
信
頼
を
損
な
う
こ
と
に
も
繋
が
り
か
ね
な
い
た
め
、
厳
正
に
対

処
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
」
と
い
う
ロ
ジ
ッ
ク
で
、
不
正
受
給
対
策
の
必
要

性
を
根
拠
づ
け
て
い
る
（
同
、
四
一
頁
）。
な
お
、
不
正
受
給
対
策
と
並
ん

で
、「
不
適
正
受
給
対
策
」
を
掲
げ
て
い
る
が
、「
不
適
正
受
給
」
と
は
何
か
定

義
も
さ
れ
て
い
な
い
し
、
そ
れ
が
ど
れ
だ
け
存
在
す
る
の
か
な
ど
、
対
策
強
化

の
必
要
性
の
論
拠
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。

不
正
・
不
適
正
受
給
対
策
の
内
容
は
、「
不
正
受
給
対
策
の
強
化
」
と
、「
生

活
保
護
費
の
適
性
支
給
の
確
保
」
の
二
項
目
に
な
っ
て
い
る
。
マ
ス
コ
ミ
や
政

治
の
場
で
大
き
な
問
題
と
さ
れ
た
扶
養
義
務
の
履
行
の
あ
り
方
に
関
し
て
は
、

不
正
受
給
対
策
の
強
化
で
は
な
く
、
生
活
保
護
費
の
適
正
支
給
の
確
保
の
な
か

で
扱
っ
て
い
る
。
不
正
受
給
で
は
な
く
、「
生
活
保
護
費
の
支
給
が
適
正
で
な

い
」
問
題
と
し
て
扱
っ
て
い
る
こ
と
に
留
意
が
必
要
で
あ
る
。

ま
ず
、
不
正
受
給
対
策
の
強
化
と
し
て
は
、
①
地
方
自
治
体
の
調
査
権
限
を

拡
大
、
②
制
裁
措
置
の
強
化
を
提
案
し
て
い
る
。
①
の
具
体
的
提
案
は
、
生
活

保
護
法
第
二
九
条
の
福
祉
事
務
所
の
調
査
権
限
の
内
容
に
、「
就
労
の
状
況
や

保
護
費
の
支
出
の
状
況
等
」
を
追
加
す
る
こ
と
、
調
査
対
象
に
「
過
去
に
保
護

を
受
給
し
て
い
た
者
及
び
そ
の
扶
養
義
務
者
」
を
追
加
す
る
こ
と
提
言
し
て
い

る
。
さ
ら
に
、
福
祉
事
務
所
か
ら
の
照
会
に
対
し
て
、
官
公
署
に
つ
い
て
は
回

答
義
務
の
創
設
を
検
討
す
る
こ
と
、
ま
た
、
受
給
者
や
扶
養
義
務
者
等
に
対

し
、
説
明
を
求
め
ら
れ
た
場
合
に
は
必
要
な
説
明
を
行
う
よ
う
に
す
る
こ
と
を

提
案
し
て
い
る
。
②
制
裁
措
置
の
強
化
と
し
て
は
、
不
正
受
給
に
対
す
る
罰
則

の
引
き
上
げ
、
一
定
割
合
の
金
額
を
上
乗
せ
し
た
返
還
を
提
案
し
て
い
る
。
ご

く
一
部
の
不
正
受
給
に
対
し
て
、
調
査
と
制
裁
の
強
化
で
対
応
す
る
と
い
う
も

の
で
あ
る
。
不
正
受
給
が
生
じ
る
要
因
に
つ
い
て
の
分
析
・
検
討
は
行
わ
れ
て

い
な
い
の
で
、
こ
う
し
た
対
応
策
の
必
然
性
と
有
効
性
は
不
明
で
あ
る
。

次
に
、
生
活
保
護
費
の
適
性
支
給
の
確
保
に
お
い
て
は
、
そ
の
冒
頭
で
扶
養

義
務
の
履
行
が
生
活
保
護
の
受
給
要
件
で
は
な
い
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。

生
活
保
護
制
度
で
は
、
扶
養
義
務
者
か
ら
の
扶
養
は
、
受
給
す
る
要
件
（
前
提
）
と
は

さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
、
扶
養
義
務
者
が
扶
養
し
な
い
こ
と
を
理
由
に
、
生
活
保
護
の

特集２ 生活保護法改正と生活困窮者自立支援法
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支
給
を
行
わ
な
い
と
し
た
場
合
に
は
、
本
人
以
外
の
事
情
に
よ
っ
て
、
本
人
の
生
活
が
立

ち
ゆ
か
な
く
な
る
こ
と
も
十
分
に
考
え
ら
れ
る
た
め
で
あ
る
（
同
、
四
四
頁
）。

そ
の
う
え
で
、
生
活
保
護
へ
の
国
民
の
不
信
が
広
が
っ
て
い
る
こ
と
を
強
調

し
、「
信
頼
を
損
な
う
よ
う
な
制
度
運
用
の
実
態
が
あ
れ
ば
こ
れ
を
是
正
し
て

い
く
必
要
が
あ
る
」
と
し
て
、「
福
祉
事
務
所
が
必
要
と
認
め
た
場
合
に
は
、

扶
養
が
困
難
と
回
答
し
た
扶
養
義
務
者
に
対
し
て
、
扶
養
が
困
難
な
理
由
を
説

明
す
る
こ
と
を
求
め
る
こ
と
」
を
提
案
し
て
い
る
（
同
、
四
五
頁
）。
こ
の
点

に
つ
い
て
は
、「
家
族
へ
の
扶
養
照
会
が
な
さ
れ
る
な
ら
生
活
保
護
は
受
け
た

く
な
い
と
い
っ
た
こ
と
に
な
ら
な
い
か
が
危
惧
さ
れ
る
と
い
っ
た
意
見
が
出
さ

れ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
運
用
に
当
た
っ
て
は
特
に
慎
重
に
行
う
こ
と
が
必
要
で

あ
る
」
と
運
用
上
の
注
意
が
念
押
し
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
家
庭
裁
判
所
に
対
す
る
調
停
等
の
申
立
手
続
の
積
極
的
活
用
を
図
る

た
め
の
具
体
的
方
策
を
と
る
よ
う
提
案
し
て
い
る
。

注
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
扶
養
義
務
を
負
う
親
族
の
範
囲

に
つ
い
て
で
あ
る
。
特
別
部
会
「
報
告
書
」
書
に
は
、「
扶
養
義
務
は
、
民
法

上
、
直
系
血
族
及
び
兄
弟
姉
妹
に
つ
い
て
当
然
に
生
じ
、
三
親
等
内
の
親
族
間

に
つ
い
て
は
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
き
に
家
庭
裁
判
所
が
負
わ
せ
る
こ
と
が
可

能
と
さ
れ
て
い
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
（
同
、
四
四
頁
）。
こ
れ
ま
で
の
生
活

保
護
の
実
務
で
は
、「
直
系
血
族
及
び
兄
弟
姉
妹
に
つ
い
て
当
然
に
生
じ
る
」

と
い
う
民
法
上
の
規
定
と
は
異
な
り
、
家
族
親
族
関
係
の
変
化
を
踏
ま
え
、
扶

養
照
会
の
対
象
と
す
る
範
囲
を
限
定
し
た
運
用
が
な
さ
れ
て
（
６
）

き
た
。
こ
の
点
へ

の
言
及
は
な
い
。

な
お
、
医
療
扶
助
の
適
正
化
と
し
て
は
、
受
給
者
の
個
人
情
報
を
入
手
で
き

る
よ
う
に
す
る
こ
と
と
、
指
定
医
療
機
関
に
対
す
る
指
導
権
限
の
強
化
を
提
案

し
て
い
る
。

第
五
章

生
活
保
護
法
改
正

１

国
会
審
議
と
社
会
・
援
護
局
長
通
知
「
就
労
・
自
立
支
援
の

基
本
方
針
」

特
別
部
会
「
報
告
書
」
を
受
け
る
形
で
厚
生
労
働
省
は
法
改
正
の
準
備
に
入

り
、
五
月
一
七
日
に
安
倍
内
閣
は
、
生
活
保
護
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案
、
生
活
困
窮
者
支
援
法
案
を
閣
議
決
定
し
、
第
一
八
三
通
常
国
会
で
の
審
議

が
始
ま
っ
た
。
両
法
案
は
、
六
月
四
日
に
衆
議
院
本
会
議
で
可
決
さ
れ
、
参
議

院
で
も
可
決
が
見
込
ま
れ
た
が
、
可
決
に
至
る
前
に
六
月
二
六
日
の
閉
会
を
迎

え
、
両
法
案
と
も
審
議
未
了
廃
案
と
な
っ
た
。

国
会
で
の
法
案
審
議
に
先
立
ち
、
厚
生
労
働
省
は
特
別
部
会
「
報
告
書
」
を

う
け
た
形
で
、
五
月
に
社
会
・
援
護
局
長
通
知
「
就
労
・
自
立
支
援
の
基
本
方

針
」
を
発
（
７
）

出
し
、
早
期
の
、
期
限
を
付
け
た
就
労
支
援
方
針
を
明
示
し
て
い

る
。
法
改
正
に
先
行
し
て
実
施
さ
れ
た
「
基
本
方
針
」
は
、
保
護
か
ら
の
早
期

脱
却
を
め
ざ
し
、
保
護
開
始
決
定
後
速
や
か
に
対
象
者
に
「
自
立
活
動
確
認

書
」
の
作
成
を
求
め
、
期
間
を
設
定
し
て
集
中
的
か
つ
切
れ
目
の
な
い
就
労
支

援
を
行
う
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
問
題
は
就
労
支
援
の
過
程
で
稼
働
能
力
活
用

要
件
を
チ
ェ
ッ
ク
し
、
稼
働
能
力
不
活
用
の
場
合
は
制
裁
・
保
護
停
止
を
積
極

的
に
行
う
よ
う
提
起
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
自
立
支
援
と
銘
打
っ
て
い
る

が
、
支
援
で
は
な
く
、
管
理
指
導
へ
の
逆
戻
り
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
支
援

の
現
場
か
ら
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
で
の
求
職
活
動
に
回
数
を
課
す
こ
と
な
ど
、
こ
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こ
に
示
さ
れ
た
具
体
的
方
針
が
支
援
に
と
っ
て
有
害
無
益
で
あ
る
と
の
危
惧
の

声
が
上
が
っ
て
（
８
）

い
る
。

２

生
活
保
護
法
改
正

改
正
生
活
保
護
法
案
と
生
活
困
窮
者
自
立
支
援
法
案
は
一
〇
月
に
開
会
し
た

第
一
八
五
国
会
に
改
め
て
提
出
さ
れ
、
一
一
月
五
日
に
参
議
院
厚
生
労
働
委
員

会
で
審
議
入
り
し
、
参
議
院
で
可
決
さ
れ
、
一
二
月
六
日
に
衆
議
院
本
会
議
で

可
決
、
成
立
し
た
。
保
護
申
請
の
手
続
き
に
関
し
て
、「
保
護
の
実
施
機
関

は
、
保
護
の
開
始
の
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
…
…
」
と
し
て
い
た
だ
け
の
規

定
（
第
二
四
条
）
が
、「
保
護
の
開
始
を
申
請
す
る
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
保
護
の
実

施
機
関
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
さ
れ
、
口
頭
で
の
申
請
や
決
め
ら

れ
た
書
式
以
外
の
申
請
で
の
申
請
が
認
め
ら
れ
な
く
な
る
恐
れ
が
指
摘
さ
れ

た
。
こ
う
し
た
申
請
手
続
き
の
厳
格
化
や
、
扶
養
義
務
者
へ
の
通
知
・
報
告
の

求
め
が
、
扶
養
義
務
を
実
質
的
に
受
給
要
件
化
し
、
水
際
作
戦
を
合
法
化
さ
せ

て
し
ま
う
と
の
批
判
が
高
ま
っ
た
。
こ
う
し
た
声
に
押
さ
れ
、
法
案
議
決
の
際

に
は
あ
わ
せ
て
付
帯
決
議
が
採
択
さ
れ
た
。

生
活
保
護
法
改
正
の
ポ
イ
ン
ト
を
、
不
正
・
不
適
正
受
給
対
策
と
自
立
支
援

の
二
点
に
絞
っ
て
み
て
お
こ
う
。

�

不
正
・
不
適
正
受
給
対
策

①
福
祉
事
務
所
の
調
査
権
限
の
拡
大
（
第
二
九
条
）

福
祉
事
務
所
に
よ
る
関
係
先
調
査
の
調
査
対
象
事
項
を
拡
大
し
た
。
す
な
わ

ち
、
要
保
護
者
ま
た
は
そ
の
扶
養
義
務
者
の
「
資
産
及
び
収
入
」
と
し
て
い
た

調
査
事
項
を
、「
資
産
及
び
収
入
の
状
況
、
健
康
状
態
、
他
の
保
護
の
実
施
機

関
に
お
け
る
保
護
の
決
定
及
び
実
施
の
状
況
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
事
項
」

（
二
九
条
一
項
）
と
拡
大
し
た
。
ま
た
、
調
査
対
象
者
に
、
被
保
護
者
で
あ
っ

た
者
お
よ
び
そ
の
扶
養
義
務
者
も
加
え
ら
れ
た
。
さ
ら
に
、
福
祉
事
務
所
が
行

う
官
公
署
等
へ
の
情
報
提
供
の
求
め
に
対
し
て
回
答
を
義
務
づ
け
た
。

○
回
答
の
義
務
付
け
（
二
九
条
二
項
新
設
）

二

別
表
第
一
の
上
欄
に
掲
げ
る
官
公
署
の
長
、
日
本
年
金
機
構
又
は
共

済
組
合
等
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
情
報
に
つ
き
、
保
護
の
実

施
機
関
又
は
福
祉
事
務
所
長
か
ら
前
項
の
規
定
に
よ
る
求
め
が
あ
つ
た
と
き

は
、
速
や
か
に
、
当
該
情
報
を
記
載
し
、
若
し
く
は
記
録
し
た
書
類
を
閲
覧

さ
せ
、
又
は
資
料
の
提
供
を
行
う
も
の
と
す
る
。

②
扶
養
義
務
者
に
関
す
る
規
定
の
新
設

○
扶
養
義
務
者
へ
の
通
知
（
二
四
条
八
項
新
設
）

八

保
護
の
実
施
機
関
は
、
知
れ
た
る
扶
養
義
務
者
が
民
法
の
規
定
に
よ

る
扶
養
義
務
を
履
行
し
て
い
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
保
護
の

開
始
の
決
定
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
扶
養
義
務
者
に
対
し
て
書
面
を
も
つ
て
厚
生

労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
あ
ら

か
じ
め
通
知
す
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
場
合
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め

る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

特集２ 生活保護法改正と生活困窮者自立支援法
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○
扶
養
義
務
者
か
ら
の
報
告
徴
収
（
二
八
条
二
項
新
設
）

二

保
護
の
実
施
機
関
は
、
保
護
の
決
定
若
し
く
は
実
施
又
は
第
七
七
条

若
し
く
は
第
七
八
条
の
規
定
の
施
行
の
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

は
、
保
護
の
開
始
又
は
変
更
の
申
請
書
及
び
そ
の
添
付
書
類
の
内
容
を
調
査

す
る
た
め
に
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
要
保
護
者
の
扶

養
義
務
者
若
し
く
は
そ
の
他
の
同
居
の
親
族
又
は
保
護
の
開
始
若
し
く
は
変

更
の
申
請
の
当
時
要
保
護
者
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
者
で
あ
つ
た
者
に
対
し

て
、
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
こ
が
今
次
法
改
正
の
焦
点
と
な
っ
た
「
不
適
正
」
受
給
対
策
の
要
で
あ

る
。生

活
保
護
法
に
お
い
て
は
、
扶
養
義
務
者
の
扶
養
は
「
保
護
に
優
先
し
て
行

わ
れ
る
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
（
四
条
二
項
）。
扶
養
義
務
の
履
行
は
生
活
保

護
の
受
給
要
件
で
は
な
く
、
扶
養
義
務
者
か
ら
援
助
が
行
わ
れ
た
場
合
に
そ
の

金
額
を
差
し
引
い
て
給
付
を
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
法
改
正
は
こ
の
原
則

を
変
え
る
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
し
、
法
改
正
に
よ
り
、
福
祉
事
務
所
で
の
運

用
は
変
わ
る
。
あ
ら
か
じ
め
適
当
で
な
い
と
厚
生
労
働
省
が
定
め
た
場
合
以
外

は
、
扶
養
義
務
を
履
行
し
て
い
な
い
扶
養
義
務
者
に
対
し
て
、
保
護
決
定
前
に

扶
養
義
務
者
へ
通
知
（
二
四
条
八
項
）
す
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
扶
養
義
務

者
や
同
居
親
族
に
、
扶
養
の
可
否
や
金
額
に
つ
い
て
報
告
を
求
め
る
（
二
八
条

二
項
）
こ
と
に
な
る
。
法
案
審
議
段
階
の
国
会
答
弁
で
は
、
特
定
の
人
の
み
に

限
定
す
る
旨
の
答
弁
が
な
さ
れ
た
が
、
法
文
上
は
、
特
定
の
人
に
の
み
通
知

し
、
報
告
を
求
め
る
の
で
は
な
く
、
特
定
の
人
を
除
い
て
す
べ
て
の
人
に
通
知

し
、
報
告
を
求
め
る
と
い
う
規
定
で
あ
る
。
生
活
保
護
の
利
用
抑
制
に
つ
な
が

る
と
い
う
危
惧
は
ぬ
ぐ
い
き
れ
な
い
。
再
改
正
が
必
要
で
あ
る
。

�

自
立
支
援
、
就
労
支
援

生
活
保
護
脱
却
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
強
化
す
る
と
と
も
に
、
脱
却
直
後
の

不
安
定
な
生
活
を
支
え
、
再
度
保
護
に
至
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
、「
就
労

自
立
給
付
金
」（
第
五
五
条
の
四
）
が
創
設
さ
れ
た
。

第
八
章

就
労
自
立
給
付
金
（
就
労
自
立
給
付
金
の
支
給
）

第
五
五
条
の
四

都
道
府
県
知
事
、
市
長
及
び
福
祉
事
務
所
を
管
理
す
る

町
村
長
は
、
被
保
護
者
の
自
立
の
助
長
を
図
る
た
め
、
そ
の
管
理
に
属
す
る

福
祉
事
務
所
の
所
管
区
域
内
に
居
住
地
を
有
す
る
（
居
住
地
が
な
い
か
、
又

は
明
ら
か
で
な
い
と
き
は
、
当
該
所
管
区
域
内
に
あ
る
）
被
保
護
者
で
あ
っ

て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
安
定
し
た
職
業
に
就
い
た
こ
と
そ
の
他
厚
生

労
働
省
令
で
定
め
る
事
由
に
よ
り
保
護
を
必
要
と
し
な
く
な
っ
た
と
認
め
た

も
の
に
対
し
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
就
労
自
立
給

付
金
を
支
給
す
る
。

生
活
困
窮
者
自
立
支
援
法
と
の
関
連
で
同
法
の
生
活
困
窮
者
自
立
相
談
支
援

事
業
に
お
け
る
就
労
支
援
を
生
活
保
護
利
用
者
に
も
行
う
た
め
、「
被
保
護
者

就
労
支
援
事
業
」（
五
五
条
の
六
）
が
創
設
さ
（
９
）

れ
た
。

第
九
章

被
保
護
者
就
労
支
援
事
業

第
五
五
条
の
六

保
護
の
実
施
機
関
は
、
就
労
の
支
援
に
関
す
る
問
題
に

つ
き
、
被
保
護
者
か
ら
の
相
談
に
応
じ
、
必
要
な
情
報
の
提
供
及
び
助
言
を

行
う
事
業
（
以
下
「
被
保
護
者
就
労
支
援
事
業
」
と
い
う
）
を
実
施
す
る
も
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の
と
す
る
。

相
談
に
応
じ
、
必
要
な
情
報
の
提
供
と
助
言
を
行
う
事
業
で
あ
る
が
、
こ
れ

ま
で
予
算
事
業
と
し
て
実
施
し
て
き
た
就
労
支
援
事
業
を
、
そ
の
重
要
性
に
鑑

み
、
法
律
上
明
確
に
位
置
づ
け
、
生
活
困
窮
者
自
立
支
援
法
に
も
と
づ
く
自
立

相
談
支
援
事
業
の
就
労
支
援
に
相
当
す
る
支
援
が
行
え
る
よ
う
制
度
化
し
た
と

説
明
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
就
労
支
援
に
つ
い
て
は
法
改
正
に
よ
り
二
つ
の
章
が
付
け
加

え
ら
れ
た
。
し
か
し
、
日
常
生
活
自
立
支
援
や
、
社
会
生
活
自
立
支
援
に
つ
い

て
は
、
法
律
上
に
書
き
加
え
ら
れ
て
い
な
い
。
健
康
増
進
や
家
計
管
理
の
支
援

を
す
る
た
め
と
し
て
、
第
六
〇
条
「
生
活
上
の
義
務
」
の
な
か
に
、「
健
康
の

保
持
及
び
増
進
に
努
め
、
収
入
、
支
出
そ
の
他
生
計
の
状
況
を
適
切
に
把
握
す

る
」
と
い
う
文
言
が
加
え
ら
れ
た
。
支
援
サ
ー
ビ
ス
の
制
度
化
で
は
な
く
、
受

給
者
の
義
務
が
強
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

３

生
活
保
護
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
案
）
を

め
ぐ
っ
て

改
正
法
が
実
際
ど
の
よ
う
に
運
用
さ
れ
る
か
は
、
政
省
令
が
規
定
す
る
。
二

〇
一
四
年
二
月
二
八
日
に
「
生
活
保
護
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
案
）」
が
公
表
さ
れ
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
の
募
集
が
開
始
さ
れ
た
。
同
案

に
は
、
法
案
審
議
の
際
の
国
会
答
弁
や
附
帯
決
議
に
反
す
る
重
大
な
問
題
が
あ

る
と
し
て
、
一
一
六
六
件
に
及
ぶ
大
量
の
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
が
寄
せ
ら
れ

た
。
四
月
一
八
日
に
発
表
さ
れ
た
省
令
は
、
当
初
案
と
は
大
き
く
異
な
る
も
の

と
な
っ
た
。
今
次
生
活
保
護
法
改
正
に
対
し
批
判
の
先
頭
に
立
っ
て
き
た
「
生

活
保
護
問
題
対
策
全
国
会
議
」
は
、
省
令
が
国
会
答
弁
や
附
帯
決
議
の
内
容
に

沿
っ
た
内
容
に
是
正
さ
れ
、「
省
令
案
と
省
令
に
は
、
天
と
地
ほ
ど
の
大
き
な

違
い
が
あ
る
。
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
を
経
て
、
省
令
案
に
こ
の
よ
う
な
根
本

的
修
正
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
前
例
が
な
い
か
、
極
め
て
異
例
の

こ
と
で
あ
る
」
と
評
価
し
て
い
る
。
同
会
議
に
よ
る
評
価
は
以
下
の
と
お
り
で

あ
る
。生

活
保
護
問
題
対
策
全
国
会
議

「
改
正
」
生
活
保
護
法
に
か
か
る
省
令
の
公
表
に
あ
た
っ
て
の
声
明
（
二
〇
一
四
年
四
月

一
八
日
）
抜
粋

�

申
請
手
続
に
つ
い
て

省
令
案
は
、「
申
請
等
は
、
申
請
書
を
…
実
施
機
関
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
」
と

し
て
お
り
、「
申
請＝

申
請
書
の
提
出
」
と
し
か
読
め
な
い
内
容
で
あ
っ
た
が
、
省
令
で

は
、「
申
請
等
は
、
申
請
者
の
居
住
地
又
は
現
在
地
の
実
施
機
関
に
対
し
て
行
う
」
と
い

う
、
法
律
上
当
た
り
前
の
内
容
に
修
正
さ
れ
た
。

ま
た
、
省
令
案
は
、
口
頭
に
よ
る
申
請
が
認
め
ら
れ
る
場
合
が
、
身
体
障
害
で
字
が
書

け
な
い
場
合
や
そ
れ
に
準
じ
る
場
合
に
限
ら
れ
る
よ
う
に
読
め
る
内
容
で
あ
っ
た
が
、
省

令
で
は
、
こ
の
部
分
が
す
べ
て
削
除
さ
れ
、
誤
解
が
生
じ
る
余
地
が
な
く
な
っ
た
。

な
お
、「
改
正
」
法
二
四
条
二
項
本
文
は
、「
申
請
書
に
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
規
定
し
て
お
り
、
こ
れ
が
「
水
際
作
戦
」
を
法

制
化
す
る
も
の
で
あ
る
と
の
強
い
批
判
を
浴
び
た
。
し
か
し
、
今
回
、
厚
生
労
働
省
は
、

「
改
正
法
第
二
四
条
二
項
に
基
づ
く
厚
労
省
令
で
定
め
る
書
類
と
し
て
規
定
す
る
も
の
が
な

い
」「
改
正
法
第
二
四
条
第
二
項
に
関
す
る
規
定
に
つ
い
て
は
、
省
令
に
規
定
し
な
い
」
と

し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
書
類
」
と
い
う
法
律
の
文
言
に
対
応

す
る
省
令
の
定
め
が
な
い
以
上
、「
改
正
」
法
二
四
条
二
項
は
何
も
定
め
て
い
な
い
に
等
し

い
「
空
文
」
と
な
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
点
も
運
動
の
大
き
な
成
果
で
あ
る
。

�

扶
養
義
務
者
に
対
す
る
通
知
や
報
告
の
求
め
に
つ
い
て

国
会
答
弁
等
で
は
「
極
め
て
限
定
的
な
場
合
に
限
っ
て
行
う
」
と
説
明
さ
れ
て
い
た

が
、
省
令
案
は
、
①
実
施
機
関
が
扶
養
義
務
者
に
対
し
て
家
庭
裁
判
所
の
審
判
を
利
用
し
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た
費
用
徴
収
を
行
う
蓋
然
性
が
高
く
な
い
と
認
め
た
場
合
、
②
Ｄ
Ｖ
被
害
を
受
け
て
い
る

と
認
め
た
場
合
、
③
そ
の
他
自
立
に
重
大
な
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
た
場

合
以
外
は
、
通
知
等
を
行
う
も
の
と
し
て
、
原
則
と
例
外
を
逆
転
さ
せ
て
い
た
。

し
か
し
、
省
令
で
は
、
①
実
施
機
関
が
扶
養
義
務
者
に
対
し
て
家
庭
裁
判
所
の
審
判
を

利
用
し
た
費
用
徴
収
を
行
う
蓋
然
性
が
高
い
こ
と
、
②
Ｄ
Ｖ
被
害
を
受
け
て
い
な
い
こ

と
、
③
そ
の
他
自
立
に
重
大
な
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
の
、
す
べ
て
を
満
た

す
場
合
に
限
っ
て
通
知
等
を
行
う
も
の
と
修
正
さ
れ
、「
極
め
て
限
定
的
な
場
合
」
に
限
ら

れ
る
こ
と
が
、
省
令
上
も
明
確
に
さ
れ
た
。

�

不
正
受
給
に
か
か
る
徴
収
金
の
調
整
（
相
殺
）
に
つ
い
て

省
令
案
は
、「
実
施
機
関
は
、
徴
収
金
の
徴
収
後
に
お
い
て
も
被
保
護
者
が
最
低
限
度
の

生
活
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
配
慮
す
る
」
と
、「
配
慮
」
さ
え
す
れ
ば
許
さ
れ
る

よ
う
に
読
め
る
内
容
と
な
っ
て
い
た
。

し
か
し
、
省
令
で
は
、
徴
収
金
額
の
上
限
基
準
ま
で
は
設
け
な
か
っ
た
も
の
の
、「
徴
収

後
に
お
い
て
も
被
保
護
者
が
最
低
限
度
の
生
活
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
範
囲
で
行

う
」
と
修
正
さ
れ
、「
配
慮
」
だ
け
で
は
許
さ
れ
な
い
こ
と
が
明
確
に
さ
れ
た
。

法
文
お
よ
び
施
行
規
則
案
と
は
、
基
本
的
姿
勢
が
「
天
と
地
ほ
ど
の
大
き
な

違
い
の
あ
る
」
施
行
規
則
に
も
と
づ
い
て
改
正
法
が
運
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
。
実
際
に
各
自
治
体
で
ど
の
よ
う
に
運
用
さ
れ
て
い
く
か
、
今
後
、
注
視
し

て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

新
た
な
就
労
支
援
施
策

法
改
正
と
そ
の
実
施
に
か
か
わ
る
省
令
に
よ
っ
て
、
保
護
開
始
直
後
か
ら
脱

却
後
ま
で
の
就
労
支
援
の
流
れ
は
次
の
よ
う
に
な
る
。

①
保
護
開
始
段
階
で
の
取
り
組
み

・
自
立
活
動
確
認
書
の
作
成：

一
定
期
間
内
に
就
労
自
立
が
見
込
ま
れ
る
人

を
対
象
に
、
本
人
の
同
意
を
得
て
「
自
立
活
動
確
認
書
」
を
作
成
す
る
。

��
本
人
の
希
望
す
る
就
職
条
件
を
確
認
す
る
。
��
本
人
の
学
歴
、
職
歴
、
資

格
、
地
域
の
求
人
状
況
、
本
人
の
意
向
を
総
合
的
に
勘
案
し
、
本
人
の
納
得

を
得
て
、
具
体
的
目
標
、
求
職
活
動
の
内
容
を
確
認
す
る
。

・
自
立
活
動
確
認
書
に
も
と
づ
き
原
則
六
カ
月
以
内
の
集
中
的
な
就
労
支
援

（
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
、
就
労
支
援
員
、
生
活
困
窮
者
自
立
支
援
相
談
員
に
よ
る

就
労
支
援
）
を
行
う
。

・
就
労
活
動
促
進
費
の
支
給：

自
立
活
動
確
認
書
に
基
づ
き
自
ら
積
極
的
に

就
労
活
動
に
取
り
組
ん
で
い
る
人
に
、
月
五
〇
〇
〇
円
を
、
原
則
六
カ
月
以

内
最
長
一
年
間
支
給
す
る
。
支
給
要
件
は
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
お
け
る
求
職

活
動
を
月
六
回
以
上
行
う
な
ど
、
積
極
的
に
活
動
し
て
い
る
こ
と
。

②
保
護
開
始
後
三
〜
六
月
段
階
で
の
取
組

・
低
額
で
あ
っ
て
も
一
旦
就
労：

保
護
脱
却
可
能
な
仕
事
へ
の
就
職
が
す
ぐ

に
は
困
難
だ
と
見
込
ま
れ
る
人
に
つ
い
て
は
、
方
針
を
「
低
額
で
あ
っ
て
も

一
旦
就
労
」
に
転
換
し
、
希
望
と
異
な
る
職
種
や
就
労
場
所
な
ど
へ
も
求
職

条
件
を
広
げ
、
就
職
を
図
る
。

③
就
労
開
始
段
階
の
支
援

・
勤
労
控
除
制
度
の
見
直
し：

就
労
意
欲
が
高
ま
る
よ
う
、
基
礎
控
除
の
最

低
控
除
額
を
八
〇
〇
〇
円
か
ら
一
万
五
〇
〇
〇
円
に
引
き
上
げ
、
控
除
率
を

一
律
一
〇
％
に
定
率
化
し
、
控
除
額
を
引
き
上
げ
た
。

④
保
護
脱
却
段
階
で
の
取
組

・
就
労
自
立
給
付
金
の
支
給：

保
護
受
給
中
の
就
労
収
入
の
う
ち
、
収
入
認

定
さ
れ
た
金
額
の
一
定
額
を
仮
想
的
に
積
み
立
て
て
お
き
、
安
定
し
た
就
労

が
で
き
て
保
護
廃
止
に
至
っ
た
時
に
支
給
す
る
。

・
保
護
脱
却
前
最
大
六
ヵ
月
間
の
収
入
認
定
額
の
一
定
額
（
最
大
三
〇
％
、
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積
立
可
能
額
は
就
労
期
間
の
長
期
化
と
と
も
に
逓
減
）
を
支
給
す
る
。
単
身

世
帯
一
〇
万
円
、
多
人
数
世
帯
一
五
万
円
が
上
限
。

早
期
の
就
労
、
低
賃
金
で
も
一
旦
就
労
が
基
本
方
針
と
し
て
打
ち
出
さ
れ
、

他
方
で
、
就
労
活
動
促
進
費
、
就
労
自
立
給
付
金
の
導
入
に
よ
る
金
銭
的
イ
ン

セ
ン
テ
ィ
ブ
の
強
化
が
図
ら
れ
た
の
が
そ
の
特
徴
で
あ
る
。
生
活
保
護
の
給
付

額
が
引
き
下
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
な
ん
ら
か
の
就
労
収
入
を
得
て
生
活
水
準

を
維
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
利
用
者
は
増
え
て
い
る
。
そ
う
し
た
な
か
で
金

銭
的
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
に
よ
る
就
労
促
進
を
図
ろ
う
と
し
て
い
る
が
、
そ
れ
を

寄
り
添
い
型
支
援
の
拡
充
と
評
価
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

保
護
開
始
直
後
の
就
労
支
援
は
、
慎
重
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
強
い
自

己
否
定
や
焦
り
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
人
、
精
神
的
肉
体
的
不
調
が
潜
ん
で
い
る

人
が
（
１０
）

多
い
。
集
中
的
に
支
援
を
す
る
こ
と
は
必
要
だ
が
、
支
援
内
容
と
し
て

は
、
ま
ず
は
日
常
生
活
支
援
や
、
社
会
的
つ
な
が
り
を
つ
く
る
支
援
に
留
意
す

べ
き
で
あ
る
。

六
ヵ
月
以
内
に
一
旦
就
職
と
い
う
成
果
を
上
げ
ら
れ
る
か
ど
う
か
は
、
利
用

者
側
の
努
力
だ
け
で
な
く
、
福
祉
事
務
所
が
質
の
良
い
中
間
的
就
労
の
場
や
、

一
般
企
業
の
良
質
な
就
職
先
を
豊
富
に
準
備
し
確
保
で
き
る
か
に
か
か
っ
て
い

る
。
求
人
側
へ
の
働
き
か
け
、
求
人
開
拓
、
中
間
的
就
労
と
良
質
な
雇
用
の
場

の
創
出
に
取
組
む
こ
と
な
く
、
利
用
者
に
仕
事
を
選
ば
ず
何
で
も
い
い
か
ら
就

職
す
る
よ
う
指
導
し
、
そ
れ
を
拒
否
し
た
人
を
保
護
か
ら
排
除
す
る
と
い
う
こ

と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

５

ま
と
め

生
活
保
護
を
使
い
や
す
く
す
る
と
い
う
面
で
の
制
度
改
革
は
行
わ
れ
な
か
っ

た
。
法
改
正
に
よ
っ
て
使
い
に
く
い
運
用
に
変
わ
っ
て
し
ま
わ
な
い
よ
う
、
一

定
の
歯
止
め
が
か
か
っ
た
と
い
う
の
が
現
状
で
あ
る
。
各
地
の
福
祉
事
務
所
に

お
け
る
「
水
際
作
戦
」
と
称
さ
れ
る
違
法
な
運
用
を
正
し
、
法
律
ど
お
り
の
運

用
を
徹
底
す
る
こ
と
が
、
こ
れ
ま
で
の
反
貧
困
運
動
の
課
題
で
あ
り
、
成
果
と

な
っ
て
き
た
。
法
改
正
に
よ
り
、
法
文
ど
お
り
の
運
用
を
さ
せ
な
い
と
い
う
の

が
、
現
在
の
反
貧
困
運
動
の
課
題
に
な
っ
て
い
る
。
再
度
、
使
い
や
す
い
生
活

保
護
制
度
へ
の
転
換
を
求
め
、
法
改
正
し
直
す
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

今
回
の
生
活
保
護
法
改
正
は
、
生
活
保
護
の
サ
ー
ビ
ス
給
付
・
対
人
支
援
給

付
の
守
備
範
囲
を
拡
充
し
、
自
立
支
援
を
受
給
者
の
権
利
と
し
て
保
障
す
る
方

向
に
は
進
ま
な
か
っ
た
。
就
労
支
援
が
重
視
さ
れ
て
い
る
が
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス

の
基
本
理
念
に
沿
っ
て
進
み
始
め
て
き
た
寄
り
添
い
型
の
就
労
支
援
で
は
な

い
。
稼
働
能
力
活
用
要
件
を
満
た
し
て
い
る
か
を
チ
ェ
ッ
ク
し
、
満
た
し
て
い

な
い
な
ら
制
裁
と
し
て
の
保
護
の
停
止
・
廃
止
に
直
結
さ
せ
る
旧
来
型
の
就
労

指
導
に
戻
ろ
う
と
し
て
い
る
。

自
立
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
へ
の
国
の
補
助
金
の
負
担
率
は
、
生
活
困
窮
者
自
立

支
援
法
の
諸
事
業
の
負
担
率
に
合
わ
せ
て
引
き
下
げ
ら
れ
た
。
自
立
支
援
プ
ロ

グ
ラ
ム
に
よ
る
就
労
支
援
事
業
に
は
こ
れ
ま
で
国
か
ら
十
分
の
十
の
補
助
金
が

出
て
い
た
。
二
〇
一
五
年
度
か
ら
の
被
保
護
者
就
労
支
援
事
業
は
告
の
補
助
率

は
四
分
の
三
へ
、
被
保
護
者
就
労
準
備
支
援
事
業
は
三
分
の
二
へ
下
が
っ
た
。

自
治
体
の
持
ち
出
し
が
大
き
く
な
っ
た
た
め
、
予
算
確
保
に
苦
慮
し
た
多
く
の

福
祉
事
務
所
で
は
、
生
活
保
護
に
お
け
る
自
立
支
援
サ
ー
ビ
ス
の
縮
小
を
検
討
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せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
な
っ
て
（
１１
）

い
る
。

貧
困
が
拡
大
・
深
化
す
る
も
と
で
、
生
活
困
窮
者
の
生
活
実
態
と
ニ
ー
ズ
を

と
ら
え
直
し
、
生
活
保
護
法
の
原
点
に
立
ち
返
り
つ
つ
、
多
様
な
福
祉
サ
ー
ビ

ス
の
担
い
手
の
動
向
も
見
な
が
ら
、
生
活
保
護
を
利
用
し
や
す
く
自
立
し
や
す

い
制
度
に
近
づ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
お
、
今
次
生
活
保
護
改
正
の
ポ
イ
ン
ト
と
な
っ
た
扶
養
義
務
者
へ
の
通
知

お
よ
び
報
告
徴
収
に
つ
い
て
は
、
対
象
は
、
福
祉
事
務
所
が
家
庭
裁
判
所
の
審

判
等
を
経
て
費
用
徴
収
を
行
う
蓋
然
性
が
高
い
と
判
断
す
る
な
ど
、
明
ら
か
に

扶
養
が
可
能
と
思
わ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
扶
養
を
履
行
し
て
い
な
い
と
認
め

ら
れ
る
場
合
に
限
る
と
い
う
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
は
い
る
。
た
だ
し
、
老
親
を

養
う
義
務
や
、
兄
弟
間
の
扶
養
を
求
め
る
の
か
、
離
婚
し
た
子
に
対
し
養
育
費

を
払
わ
な
い
ま
ま
で
い
る
父
親
に
養
育
費
の
支
払
い
を
求
め
る
の
か
、
明
確
に

区
別
し
て
論
じ
る
べ
き
で
あ
る
。
前
者
の
い
わ
ゆ
る
「
生
活
扶
助
関
係
」
の
扶

養
は
、
原
則
と
し
て
扶
養
を
求
め
な
い
と
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
養
育
費
不

払
い
問
題
は
、
生
活
保
護
の
枠
内
で
対
応
を
論
じ
る
の
で
は
な
く
、
子
ど
も
の

権
利
の
問
題
と
し
て
、
国
に
よ
る
養
育
費
立
替
制
度
の
創
設
と
セ
ッ
ト
で
検
討

を
進
め
る
べ
き
で
（
１２
）

あ
る
。

第
六
章

生
活
困
窮
者
自
立
支
援
法

二
〇
一
三
年
一
二
月
に
成
立
し
た
生
活
困
窮
者
自
立
支
援
法
は
、
準
備
期
間

を
お
い
て
二
〇
一
五
年
四
月
に
施
行
さ
れ
た
。
実
施
に
あ
た
っ
て
お
さ
え
て
お

く
べ
き
制
度
上
の
問
題
と
、
新
た
に
始
ま
っ
た
諸
事
業
の
準
備
段
階
で
明
ら
か

に
な
っ
て
き
た
課
題
を
整
理
し
て
お
こ
う
。

１

生
活
困
窮
者
対
策
の
二
分
と
制
度
の
隙
間

�

対
象
者
規
定

生
活
困
窮
者
自
立
支
援
法
は
、
目
的
を
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。

こ
の
法
律
は
、
生
活
困
窮
者
自
立
相
談
支
援
事
業
の
実
施
、
生
活
困
窮
者
住
居
確
保
給

付
金
の
支
給
そ
の
他
の
生
活
困
窮
者
に
対
す
る
自
立
の
支
援
に
関
す
る
措
置
を
講
ず
る
こ

と
に
よ
り
、
生
活
困
窮
者
の
自
立
の
促
進
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
（
第
一
条
）。

た
だ
し
、
生
活
困
窮
者
の
自
立
と
は
何
か
を
定
義
し
た
り
、
特
徴
づ
け
た
り

し
て
い
な
い
。
理
念
に
は
触
れ
ず
、
諸
事
業
の
実
施
に
関
す
る
規
定
や
、
実
施

主
体
で
あ
る
全
国
の
福
祉
事
務
所
設
置
自
治
体
に
関
す
る
規
定
だ
け
を
定
め
て

い
る
法
律
で
あ
る
。

対
象
と
な
る
生
活
困
窮
者
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
定
義
し
て
い
る
。

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
生
活
困
窮
者
」
と
は
、
現
に
経
済
的
に
困
窮
し
、
最
低
限
度
の

生
活
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
お
そ
れ
の
あ
る
者
を
い
う
（
第
二
条
第
一
項
）。

貧
困
に
陥
る
恐
れ
の
あ
る
人
が
貧
困
に
陥
る
の
を
予
防
す
る
対
策
で
は
な

く
、
す
で
に
困
窮
に
陥
っ
て
い
る
人
の
た
め
の
救
貧
制
度
で
あ
る
。
防
貧
と
し

て
の
位
置
づ
け
で
な
い
こ
と
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

現
に
経
済
的
に
困
窮
し
て
い
る
が
、
経
済
的
困
窮
の
程
度
は
、「
最
低
限
度

の
生
活
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
お
そ
れ
の
あ
る
」
段
階
の
人
で
あ

る
。
と
り
あ
え
ず
は
最
低
限
度
の
生
活
を
維
持
で
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
強

調
し
た
定
義
で
あ
る
。
す
で
に
最
低
限
度
の
生
活
を
維
持
で
き
ず
、
生
活
保
護

を
必
要
と
す
る
「
要
保
護
者
」（
現
に
保
護
を
受
け
て
い
る
と
い
な
い
と
に
か

か
わ
ら
ず
、
保
護
を
必
要
と
す
る
状
態
に
あ
る
人
）
は
こ
の
法
律
の
対
象
者
で
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は
な
い
（
厚
生
労
働
省
社
会
・
援
護
局
地
域
福

祉
課
生
活
困
窮
者
自
立
支
援
室
「
新
た
な
生
活

困
窮
者
自
立
支
援
制
度
に
関
す
る
質
疑
応
答

集
」
二
〇
一
四
年
一
一
月
―
七
日
、
三
頁
）。

経
済
的
困
窮
者
を
困
窮
の
程
度
に
よ
っ
て
分
類

し
、
困
窮
の
度
合
い
が
ま
だ
軽
い
人
を
支
援
対

象
と
す
る
と
い
う
規
定
で
あ
る
。
念
の
た
め
確

認
す
る
が
、
困
窮
の
度
合
い
が
軽
い
と
言
っ
て

も
、
最
低
限
度
の
生
活
を
上
回
っ
た
生
活
水
準

の
人
で
は
な
い
。
困
窮
に
陥
る
恐
れ
の
あ
る
人

で
は
な
く
、
す
で
に
困
窮
に
陥
り
最
低
限
度
の

生
活
を
し
て
い
る
人
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
っ
て
、
経
済
的
に
困
窮
し
て
い
る

人
へ
の
救
貧
対
策
が
、
第
２６
表
の
よ
う
に
区
分

さ
れ
た
。

�

施
行
規
則
に
よ
る
対
象
者
規
定

以
上
が
法
文
上
の
規
定
だ
が
、
法
律
を
具
体

化
す
る
施
行
規
則
（
平
成
二
七
年
二
月
四
日
厚

生
労
働
省
令
第
一
六
号
）
で
は
、
生
活
困
窮
者

の
規
定
が
法
文
と
異
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
の
確
認
が
重
要
で
あ
る
。

生
活
困
窮
者
自
立
支
援
法
の
諸
事
業
の
対
象
者
要
件
は
、
事
業
ご
と
に
定
め

ら
れ
て
い
る
。
施
行
規
則
は
、
相
談
事
業
で
あ
る
自
立
相
談
支
援
事
業
や
家
計

相
談
支
援
事
業
に
つ
い
て
は
、
対
象
者
の
要
件
を
定
め
て
い
な
い
。
就
労
準
備

支
援
事
業
は
、
年
齢
、
収
入
、
資
産
要
件
を
定
め
て
い
る
。
一
時
生
活
支
援
事

業
は
、
所
得
要
件
、
資
産
要
件
を
定
め
て
い
る
。
住
居
確
保
給
付
金
は
、
年

齢
、
収
入
、
資
産
に
加
え
、
求
職
活
動
要
件
を
設
定
し
て
い
る
。
就
労
準
備
支

援
事
業
、
一
時
生
活
支
援
事
業
、
住
居
確
保
給
付
金
の
三
事
業
の
収
入
要
件
と

資
産
要
件
は
共
通
し
て
お
り
、
こ
れ
が
生
活
困
窮
者
の
具
体
的
基
準
を
意
味
し

て
い
る
。

三
事
業
に
共
通
す
る
収
入
要
件
は
、「
申
請
し
た
日
の
属
す
る
月
に
お
け
る

当
該
生
活
困
窮
者
及
び
当
該
生
活
困
窮
者
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
の
収
入

の
額
を
合
算
し
た
額
が
、
基
準
額
及
び
住
宅
扶
助
基
準
に
基
づ
く
額
を
合
算
し

た
額
以
下
で
あ
る
こ
と
」（
施
行
規
則
六
条
）
と
い
う
規
定
で
あ
る
。
こ
こ
で

い
う
基
準
額
と
は
、
申
請
日
の
属
す
る
年
度
の
市
町
村
民
税
が
課
さ
れ
て
い
な

い
者
の
収
入
の
額
を
一
二
で
除
し
て
得
た
額
の
こ
と
で
あ
る
（
施
行
規
則
四

条
）。
す
な
わ
ち
収
入
要
件
は
、
世
帯
収
入
の
月
額
が
、「『
基
準
額
』（
市
町
村

民
税
均
等
割
の
非
課
税
限
度
額
と
な
る
収
入
額
の
一
二
分
の
一
）＋
家
賃
額

（
住
宅
扶
助
額
が
上
限
）」
で
あ
る
。
共
通
す
る
資
産
要
件
は
、
世
帯
の
保
有
す

る
預
貯
金
の
額
が
、
基
準
額
に
六
を
乗
じ
て
得
た
額
以
下
で
あ
る
（
な
お
、
住

居
確
保
給
付
金
、
一
時
生
活
支
援
事
業
に
つ
い
て
は
、
一
〇
〇
万
円
を
超
え
る

場
合
は
上
限
一
〇
〇
万
円
と
し
て
い
る
）。
基
準
額
の
も
と
に
な
る
市
町
村
民

税
均
等
割
非
課
税
限
度
額
は
、
生
活
扶
助
の
金
額
に
準
拠
し
て
決
め
ら
れ
て
い

る
。
そ
れ
ゆ
え
、
収
入
要
件
は
、「
生
活
扶
助
額
＋
住
宅
扶
助
額
」
に
相
当
す

る
。
資
産
要
件
は
、
そ
の
世
帯
の
生
活
扶
助
額
の
六
ヵ
月
分
以
下
、
と
い
う
こ

と
で
（
１３
）

あ
る
。

生
活
保
護
の
手
前
の
人
を
支
援
す
る
に
し
て
は
、
収
入
要
件
の
設
定
が
低
す

ぎ
る
。
住
宅
扶
助
が
加
わ
っ
て
い
る
と
は
い
え
、
生
活
扶
助
と
住
宅
扶
助
だ
け

で
は
、
第
一
章
の
２
で
述
べ
た
よ
う
に
生
活
保
護
の
「
最
低
生
活
費
」
よ
り
、

生
活
困
窮
者
自
立
支
援
法
に
も
と
づ
く
収
入
要
件
の
金
額
の
方
が
低
く
な
る
。

第２６表 救貧対策の二分

現に経済的に困窮している者

保護を必要とする状態にある者
（要保護者）

未受給・漏給

生活保護法

〔出所〕 法文をもとに著者作成。

生活保護受給者

最低限度の生活を維持することが
できなくなるおそれのある者

生活困窮者自立支援法

特集２ 生活保護法改正と生活困窮者自立支援法
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生
活
困
窮
者
自
立
支
援
法
の
対
象
は
、
生
活
保
護
が
定
め
る
最
低
生
活
費
に
満

た
な
い
収
入
の
人
と
な
っ
て
し
ま
う
。

資
産
要
件
の
設
定
も
低
い
。
生
活
扶
助
額
六
ヵ
月
分
以
内
の
預
貯
金
は
、
資

産
と
い
う
よ
り
、
月
々
の
や
り
繰
り
や
一
時
的
な
出
費
に
必
要
な
生
活
費
と
み

な
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
月
々
の
生
活
に
あ
て
る
た
め
預
貯
金
を
安
心
し
て
取
り

崩
せ
る
の
は
、
預
貯
金
が
よ
ほ
ど
充
分
に
あ
る
場
合
で
あ
る
。
そ
う
で
な
け
れ

ば
、
預
貯
金
を
生
活
費
に
当
て
る
の
で
は
な
く
、
預
貯
金
の
目
減
り
を
恐
れ
、

生
活
水
準
を
最
低
生
活
水
準
以
下
に
落
と
し
、
切
り
詰
め
て
日
々
の
生
活
を
し

の
ぐ
と
い
う
状
態
に
な
る
。

現
行
の
規
定
か
ら
す
る
と
、
収
入
要
件
と
資
産
要
件
を
満
た
す
人
は
、「
最

低
限
度
の
生
活
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
お
そ
れ
の
あ
る
者
」
と
い

う
よ
り
、
最
低
生
活
を
維
持
で
き
る
収
入
が
な
く
、
最
低
限
度
の
生
活
以
下
の

消
費
水
準
で
暮
ら
し
て
い
る
が
、
わ
ず
か
な
が
ら
も
預
貯
金
や
自
家
用
車
を
保

有
し
て
い
る
た
め
、
生
活
保
護
を
受
給
す
る
要
件
を
満
た
さ
な
い
人
と
い
う
こ

と
に
な
る
。

整
理
の
た
め
第
２７
表
を
見
て
み
よ
う
。
経
済
的
に
困
窮
し
、
最
低
限
度
の
生

活
を
維
持
で
き
な
い
状
態
の
人
は
、
�
、
�
、
�
の
三
つ
に
分
か
れ
る
。
�
と

�
の
人
は
「
要
保
護
」
で
あ
り
、
生
活
保
護
の
対
象
で
あ
り
、
原
則
と
し
て
生

活
困
窮
者
自
立
支
援
法
の
対
象
で
は
な
い
。
問
題
は
�
の
人
で
あ
る
。
わ
ず
か

だ
が
預
貯
金
な
ど
「
資
産
」
を
保
有
し
て
い
る
た
め
生
活
保
護
の
受
給
要
件
を

満
た
さ
ず
、
要
保
護
で
は
な
い
。
最
低
生
活
以
下
だ
が
、
要
保
護
で
は
な
い
人

た
ち
で
あ
る
。

従
来
、
生
活
保
護
の
手
前
、
制
度
の
狭
間
に
い
た
人
は
、
�
と
�
の
人
で
あ

る
。
�
の
人
は
、
制
度
が
あ
る
の
に
漏
れ
て
い
る
人
で
あ
る
。
生
活
困
窮
者
自

立
支
援
法
は
、
�
の
人
に
光
を
あ
て
、
対
象
と
す
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
論
じ

ら
れ
て
き
た
。
法
文
上
は

�
の
人
を
対
象
と
す
る
た

め
、
�
の
人
は
隙
間
に
落

ち
て
し
ま
う
。

し
か
し
、
施
行
規
則
の

具
体
的
規
定
か
ら
す
る

と
、
生
活
困
窮
者
自
立
支

援
法
の
対
象
者
要
件
を
満

た
す
人
は
、「
最
低
限
度

の
生
活
を
維
持
す
る
こ
と

が
で
き
な
く
な
る
お
そ
れ

の
あ
る
者
」
�
と
い
う
よ

り
、
最
低
生
活
未
満
の
収

入
し
か
な
く
、
そ
れ
を
補

う
の
に
足
り
る
資
産
も
な

く
、
最
低
生
活
以
下
の
消

費
水
準
で
暮
ら
し
て
い
る

が
、
わ
ず
か
な
が
ら
も
預

貯
金
が
あ
る
た
め
生
活
保

護
を
受
給
す
る
要
件
を
満

た
さ
な
い
と
さ
れ
る
人
�

が
中
心
に
な
っ
て
い
る
。

法
文
上
�
の
人
は
制
度

の
対
象
外
で
あ
る
が
、
実

際
の
運
用
規
定
で
は
、
�

第２７表 生活困窮者自立支援法の対象（施行規則）

現に経済的に困窮している者

最低限度の生活を維持できない者

保護を必要とする状態にある者
（要保護者）

�未受給・漏給

生活保護を受給している人か、保
護を受給できるのに未受給で漏給
状態の人。

〔出所〕 施行規則をもとに著者作成。

�生活保護受給者
�要保護状態ではない者

少額とはいえ預貯金があるため生
活保護を受ける要件を満たさない
が、所得は生活保護が定める最低
生活費に満たず、日々の消費は最
低限度の生活水準以下で暮らして
いる人など。

�最低限度の生活を維持する
ことができなくなるおそれの

ある者

所得は少ないが、ある程度の
預貯金があり、それを取り崩
したり、親族に扶養されたり
して、最低生活水準の暮らし
を維持している人。
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の
人
た
ち
こ
そ
、
生
活
困
窮
者
自
立
支
援
法
の
主
要
対
象
と
い
う
こ
と
に
な
っ

て
い
る
。
逆
に
、
�
の
人
は
支
援
対
象
外
と
な
り
、
隙
間
に
落
ち
る
。
法
文
と

施
行
規
則
と
の
ズ
レ
を
確
認
し
て
お
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

�

問
題
点
と
課
題

最
低
限
度
の
生
活
を
維
持
で
き
な
く
な
る
恐
れ
の
あ
る
人
の
た
め
の
制
度
の

は
ず
が
、
現
行
の
運
用
規
定
で
は
、「
す
で
に
最
低
生
活
以
下
の
生
活
を
し
て

い
る
が
、
要
保
護
で
は
な
い
人
」
の
た
め
の
支
援
制
度
に
な
り
か
ね
な
い
。

こ
う
し
た
人
た
ち
を
生
活
保
護
の
手
前
で
支
援
す
る
の
は
、
無
理
を
伴
う
支

援
で
あ
り
、
望
ま
し
い
支
援
と
は
い
え
な
い
。
た
と
え
ば
、
就
労
支
援
に
よ
っ

て
非
雇
用
型
の
作
業
を
し
、
報
酬
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
人

が
、
最
低
生
活
以
下
の
収
入
・
消
費
水
準
の
切
り
詰
め
た
生
活
を
続
け
て
必
死

の
思
い
で
貯
金
を
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
保
護
の
資
産
要
件
に
引
っ
か
か
っ
て
生

活
保
護
は
受
給
で
き
な
く
な
る
。
し
か
し
、
生
活
困
窮
か
ら
脱
却
で
き
る
だ
け

の
賃
金
が
得
ら
れ
る
仕
事
に
就
職
す
る
の
は
難
し
い
し
、
預
貯
金
も
そ
ん
な
に

増
え
て
い
か
な
い
。
こ
う
な
る
と
、
最
低
限
度
の
生
活
水
準
以
下
で
暮
ら
し
続

け
る
生
活
困
窮
者
を
つ
く
り
出
し
、
最
低
限
度
の
生
活
が
で
き
な
い
状
態
を
長

期
化
さ
せ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
人
た
ち
へ
の
対
応
は
、
む
し
ろ
、
生

活
保
護
の
資
産
要
件
を
緩
和
し
て
、
生
活
保
護
を
受
給
し
や
す
く
す
る
こ
と
で

あ
る
。
生
活
保
護
が
受
給
開
始
要
件
で
あ
る
資
産
要
件
の
規
定
を
緩
め
、
最
低

生
活
六
ヵ
月
ま
で
の
預
貯
金
の
保
有
や
自
家
用
自
動
車
の
保
有
を
認
容
す
れ

ば
、
こ
う
し
た
人
の
多
く
が
生
活
保
護
受
給
要
件
を
満
た
す
こ
と
に
な
る
。

最
低
限
度
の
生
活
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
恐
れ
の
あ
る
人
�

を
、
生
活
保
護
受
給
に
至
る
手
前
で
支
援
し
、
生
活
困
窮
か
ら
の
脱
却
を
可
能

に
し
、
生
活
保
護
受
給
を
未
然
に
防
ぐ
の
が
目
標
な
ら
ば
、
施
行
規
則
の
収
入

要
件
と
資
産
要
件
を
大
幅
に
緩
め
、
生
活
困
窮
が
深
刻
に
な
ら
な
い
う
ち
に
支

援
で
き
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
収
入
要
件
を
少
な
く
と
も
最
低
生

活
費
の
一
・
四
倍
の
水
準
に
高
め
る
必
要
が
あ
る
。
あ
わ
せ
て
、
資
産
要
件
は

撤
廃
す
る
か
、
少
な
く
と
も
求
職
者
支
援
制
度
に
あ
わ
せ
て
三
〇
〇
万
円
ま
で

と
す
べ
き
で
あ
る
。
収
入
が
低
い
が
ど
う
に
か
最
低
生
活
を
維
持
で
き
て
い
る

人
を
、
生
活
保
護
の
手
前
で
早
期
に
支
援
す
る
に
は
、
貧
困
予
防
対
策
へ
の
転

換
が
必
要
な
の
で
あ
り
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
今
後
、
見
直
し
が
必
要
と
な
ろ

う
。全

国
の
自
治
体
は
、
す
べ
て
の
住
民
税
非
課
税
世
帯
を
精
査
し
、
生
活
困
窮

だ
が
要
保
護
で
は
な
い
な
ら
生
活
困
窮
者
自
立
支
援
法
の
自
立
支
援
相
談
を
開

始
し
、
要
保
護
だ
が
生
活
保
護
を
受
給
し
て
い
な
い
な
ら
生
活
保
護
の
受
給
を

援
助
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
支
援
の
対
象
と
な
る
人
の
多
く
は
、
実
際
に
は

最
低
生
活
以
下
で
暮
ら
し
、
資
産
も
わ
ず
か
し
か
な
い
人
た
ち
で
あ
る
。
生
命

の
危
機
に
直
結
し
か
ね
な
い
生
活
状
態
で
あ
る
こ
と
に
十
分
留
意
し
て
支
援
に

あ
た
る
必
要
が
あ
る
。

２

自
立
支
援
諸
事
業

生
活
困
窮
者
自
立
支
援
法
は
、
生
活
困
窮
者
を
生
活
保
護
の
手
前
で
支
援

し
、
生
活
困
窮
か
ら
の
脱
却
を
果
た
す
た
め
に
、
第
２８
表
に
ま
と
め
た
諸
事
業

を
実
施
す
る
。
実
施
主
体
は
福
祉
事
務
所
を
設
置
す
る
自
治
体
で
あ
り
、
そ
れ

ぞ
れ
の
事
業
を
直
営
す
る
か
、
委
託
に
よ
り
実
施
す
る
。
な
お
、
町
村
部
に
つ

い
て
は
都
道
府
県
が
実
施
主
体
と
な
る
（
福
祉
事
務
所
を
設
置
し
て
い
る
町
村

は
、
町
村
が
実
施
主
体
と
な
る
）。
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第２８表 生活困窮者自立支援法の諸事業

法文上の規定

一 就労の支援その他の自立に関する問題につ
き、生活困窮者からの相談に応じ、必要な情
報の提供及び助言を行う事業

二 生活困窮者に対し、認定生活困窮者就労訓
練事業の利用についてのあっせんを行う事業

三 生活困窮者に対し、当該生活困窮者に対す
る支援の種類及び内容その他の厚生労働省令
で定める事項を記載した計画の作成その他の
生活困窮者の自立の促進を図るための支援が
一体的かつ計画的に行われるための援助とし
て厚生労働省令で定めるものを行う事業

生活困窮者のうち離職又はこれに準ずるものと
して厚生労働省令で定める事由により経済的に
困窮し、居住する住宅の所有権若しくは使用及
び収益を目的とする権利を失い、又は現に賃借
して居住する住宅の家賃を支払うことが困難と
なったものであって、就職を容易にするため住
居を確保する必要があると認められるものに対
し支給する給付金をいう。

雇用による就業が著しく困難な生活困窮者（当
該生活困窮者及び当該生活困窮者と同一の世帯
に属する者の資産及び収入の状況その他の事情
を勘案して厚生労働省令で定めるものに限
る。）に対し、厚生労働省令で定める期間にわ
たり、就労に必要な知識及び能力の向上のため
に必要な訓練を行う事業をいう。

一定の住居を持たない生活困窮者（当該生活困
窮者及び当該生活困窮者と同一の世帯に属する
者の資産及び収入の状況その他の事情を勘案し
て厚生労働省令で定めるものに限る。）に対し、
厚生労働省令で定める期間にわたり、宿泊場所
の供与、食事の提供その他当該宿泊場所におい
て日常生活を営むのに必要な便宜として厚生労
働省令で定める便宜を供与する事業をいう。

生活困窮者の家計に関する問題につき、生活困
窮者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び
助言を行い、併せて支出の節約に関する指導そ
の他家計に関する継続的な指導及び生活に必要
な資金の貸付けのあっせんを行う事業（生活困
窮者自立相談支援事業に該当するものを除く。）
をいう。

第六条 都道府県等は、生活困窮者自立相談支
援事業及び生活困窮者住居確保給付金の支給
のほか、次に掲げる事業を行うことができる。

第六条 都道府県等は、生活困窮者自立相談支
援事業及び生活困窮者住居確保給付金の支給
のほか、次に掲げる事業を行うことができる。

雇用による就業を継続して行うことが困難な生
活困窮者に対し、就労の機会を提供するととも
に、就労に必要な知識及び能力の向上のために
必要な訓練その他の厚生労働省令で定める便宜
を供与する事業（以下この条において「生活困
窮者就労訓練事業」という。）を行う者は、厚
生労働省令で定めるところにより、当該生活困
窮者就労訓練事業が生活困窮者の就労に必要な
知識及び能力の向上のための基準として厚生労
働省令で定める基準に適合していることにつ
き、都道府県知事の認定を受けることができる。

支援対象者要件

具体的要件の定めはない。

６５歳未満の離職者。
収入：世帯収入が「基準額＋家
賃額」以下。
資産：「基準額×６」以下。上
限１００万円。
求職活動：一定回数以上

年齢：６５歳未満
収入：世帯収入が「基準額＋家
賃額」以下。
資産：「基準額×６」以下。
期間：一年を超えない期間

収入：世帯収入が「基準額＋家
賃額」以下。
資産：「基準額×６」以下。上
限１００万円。
期間：三月以内。必要と認める
場合は、六月を超えない範囲内

具体的な要件の定めはない。

具体的な要件の定めはない。生
活保護受給世帯の子どもも対象
となる。

具体的な要件の定めはない。

具体的な要件の定めはない。

支援事業

① 自立相談支援
事業
（第２条２項）

② 住居確保給付
金
（第２条３項）
（第５条１項）

③ 就労準備支援
事業
（第２条４項）

④ 一時生活支援
事業
（第２条５項）

⑤ 家計相談支援
事業
（第２条６項）

⑥ 学習等支援
事業
（第６条４）

⑦ その他の自立
促進事業
（第６条５）

⑧ 就労訓練
（中間的就労）
の認定
（第１０条）

〔備考〕 ①、②は必須事業、③～⑦は任意事業、⑧は自主事業。
〔出所〕 生活困窮者自立支援法施行規則（平成２７年２月４日厚生労働省令第十六号）をもと

に作成。
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�

自
立
相
談
支
援
事
業

最
も
重
要
な
中
核
と
な
る
事
業
で
あ
る
。
全
自
治
体
が
必
ず
行
う
必
須
事
業

で
あ
る
。
対
象
と
な
る
人
の
収
入
・
資
産
条
件
は
規
定
し
て
い
な
い
。
主
に
相

談
支
援
業
務
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
や
地
域
の
社
会
資
源
の
創
出
と
地
域
連
携
を
担

う
「
主
任
相
談
支
援
員
」、
相
談
支
援
全
般
に
あ
た
る
「
相
談
支
援
員
」、
就
労

支
援
に
あ
た
る
「
就
労
支
援
員
」
の
三
職
種
の
相
談
員
が
配
置
さ
れ
て
い
る

（
兼
務
可
）。

施
行
規
則
第
二
条
は
、
自
立
相
談
支
援
事
業
が
行
う
援
助
の
内
容
を
、
訪
問

等
の
方
法
に
よ
る
生
活
困
窮
者
に
係
る
状
況
把
握
、「
自
立
支
援
計
画
」
の
作

成
、
自
立
支
援
計
画
に
も
と
づ
き
支
援
を
行
う
者
と
の
連
絡
調
整
、
支
援
の
実

施
状
況
と
対
象
者
の
状
態
を
定
期
的
に
確
認
し
自
立
支
援
計
画
の
見
直
し
を
行

う
こ
と
と
し
て
い
る
。
あ
わ
せ
て
、「
自
立
支
援
相
談
機
関
は
自
ら
が
寄
り
添

い
支
援
を
実
施
す
る
ほ
ど
の
体
制
が
な
い
の
で
、
地
域
の
社
会
資
源
の
開
発
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
て
い
る
。
�
生
活
困
窮
者
の
相
談
に
応
じ
、
ア

セ
ス
メ
ン
ト
を
実
施
し
て
個
々
人
の
状
態
に
あ
っ
た
支
援
計
画
を
作
成
し
、
必

要
な
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
つ
な
げ
る
ケ
ー
ス
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
「
対
個
人
」
業

務
と
、
�
自
ら
寄
り
添
い
支
援
が
で
き
な
い
の
で
地
域
の
関
係
機
関
の
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
づ
く
り
と
不
足
す
る
社
会
資
源
の
開
発
に
取
り
組
む
「
対
地
域
」
の
業

務
の
二
つ
が
課
題
な
の
で
（
１４
）

あ
る
。

加
え
て
、
次
項
に
挙
げ
る
住
居
確
保
給
付
金
の
申
請
業
務
は
こ
こ
が
担
う
。

特
徴
的
な
の
は
、
就
労
支
援
そ
の
も
の
を
行
い
、
そ
の
比
重
が
重
い
こ
と
で
あ

る
。
就
労
支
援
員
は
、
相
談
支
援
事
業
の
対
象
者
は
も
と
よ
り
、
住
居
確
保
給

付
金
事
業
、
一
時
生
活
支
援
事
業
の
対
象
者
に
就
労
支
援
を
（
１５
）

行
い
、
就
労
支
援

事
業
全
体
を
統
括
す
る
。
さ
ら
に
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
と
連
携
し
て
就
労
支
援
チ

ー
ム
を
つ
く
り
、
早
期
の
就
労
が
可
能
な
人
へ
は
「
生
活
保
護
受
給
者
等
就
労

自
立
促
進
事
業
」
を
活
用
し
た
就
労
支
援
を
行
う
の
で
あ
る
。
ア
セ
ス
メ
ン
ト

と
ケ
ー
ス
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
集
中
す
る
わ
け
で
は
な
い
。

な
お
、
自
立
相
談
支
援
機
関
と
し
て
新
た
な
機
関
を
新
設
す
る
の
で
は
な

く
、
既
存
の
相
談
支
援
機
関
に
生
活
困
窮
者
支
援
の
機
能
を
上
乗
せ
し
て
い
る

と
こ
ろ
も
あ
る
。
自
治
体
が
直
営
し
て
い
る
と
こ
ろ
と
、
支
援
決
定
を
除
き
、

民
間
法
人
等
へ
委
託
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
両
方
が
あ
る
。

�

住
居
確
保
給
付
金

住
宅
支
援
給
付
を
恒
久
化
し
た
も
の
で
あ
り
、
当
該
地
域
の
住
宅
扶
助
額
を

上
限
に
し
た
金
額
が
給
付
さ
れ
る
。
生
活
困
窮
者
自
立
支
援
法
が
備
え
て
い
る

唯
一
の
経
済
給
付
で
あ
り
、
必
須
事
業
で
あ
る
。
受
給
者
は
、
給
付
金
の
支
給

と
あ
わ
せ
て
、
相
談
支
援
事
業
の
就
労
支
援
員
に
よ
る
プ
ラ
ン
に
も
と
づ
く
包

括
的
就
労
支
援
を
受
け
る
。
就
労
準
備
支
援
事
業
に
よ
る
支
援
を
あ
わ
せ
て
受

け
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

支
給
期
間
は
、
原
則
三
ヵ
月
、
最
長
九
ヵ
月
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
給
付
対

象
は
、
離
職
後
二
年
以
内
の
六
五
歳
未
満
の
人
で
、
現
在
住
居
が
な
い
か
、
住

居
を
失
う
お
そ
れ
の
あ
る
人
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
先
に
見
た
収
入
要
件
と
資

産
要
件
に
加
え
、
さ
ら
に
厳
し
い
就
職
活
動
要
件
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
。
相
談

支
援
事
業
の
就
労
相
談
員
と
の
週
一
回
の
面
接
と
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
で
の
月
二

回
以
上
の
職
業
相
談
、
週
一
回
以
上
の
求
人
応
募
が
要
件
で
あ
る
。
誠
実
か
つ

熱
心
に
求
職
活
動
を
行
わ
な
い
場
合
や
指
示
に
従
わ
な
い
場
合
は
、
翌
月
か
ら

支
給
中
止
と
な
る
。

こ
れ
が
生
活
困
窮
者
自
立
支
援
法
の
な
か
の
唯
一
の
経
済
給
付
で
あ
る
。
収

入
・
資
産
要
件
を
緩
め
、
求
職
活
動
要
件
を
な
く
し
、
期
間
の
定
め
の
な
い
社
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会
手
当
と
し
て
の
住
宅
手
当
へ
と
発
展
さ
せ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

�

就
労
準
備
支
援
事
業

こ
こ
か
ら
は
、
任
意
事
業
で
あ
る
。

就
労
準
備
支
援
事
業
は
、
単
に
就
労
に
必
要
な
実
践
的
技
能
や
知
識
が
欠
け

て
い
る
だ
け
で
な
く
、
生
活
リ
ズ
ム
が
崩
れ
て
い
る
な
ど
就
労
に
向
け
た
準
備

が
整
っ
て
い
な
い
人
に
対
し
、
一
般
就
労
に
従
事
す
る
準
備
と
し
て
の
基
礎
能

力
の
形
成
を
計
画
的
か
つ
一
貫
し
て
支
援
す
る
事
業
で
あ
る
。
収
入
・
資
産
要

件
は
先
に
見
た
と
お
り
で
あ
り
、
対
象
と
な
る
の
は
生
活
困
窮
度
が
厳
し
い
人

で
あ
る
。
住
居
確
保
給
付
金
の
受
給
者
や
、
一
時
生
活
支
援
事
業
の
対
象
者

は
、
こ
の
事
業
の
支
援
を
あ
わ
せ
て
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

支
援
と
し
て
は
、
最
初
の
六
ヵ
月
間
に
、
規
則
正
し
い
生
活
を
取
り
戻
す
な

ど
の
生
活
自
立
支
援
と
、
必
要
な
社
会
的
能
力
の
習
得
の
た
め
の
社
会
自
立
支

援
を
行
う
。
座
学
研
修
、
就
労
体
験
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
へ
の
参
加
、
相
談
支
援

員
と
の
面
談
な
ど
が
具
体
的
内
容
で
あ
る
。
次
の
六
ヵ
月
間
の
就
労
自
立
支
援

で
は
求
職
活
動
を
集
中
的
に
支
援
す
る
。
期
間
は
ト
ー
タ
ル
で
一
年
間
で
あ

る
。Ｎ

Ｐ
Ｏ
法
人
や
社
会
的
企
業
が
受
託
し
て
実
施
し
て
い
る
。
受
託
先
も
し
く

は
関
連
協
力
事
業
所
で
、
就
労
体
験
や
実
習
と
い
う
形
で
軽
作
業
な
ど
に
従
事

す
る
。
労
働
者
性
が
認
め
ら
れ
な
い
範
囲
内
の
作
業
で
あ
り
、
作
業
に
対
し
て

は
、
最
低
賃
金
で
は
な
く
、
工
賃
、
報
奨
金
等
の
形
で
一
定
金
額
が
支
払
わ
れ

る
。求

職
活
動
中
の
生
活
保
障
の
た
め
の
金
銭
的
支
援
は
予
定
さ
れ
て
い
な
い
。

求
職
活
動
に
か
か
る
費
用
も
支
給
さ
れ
な
い
。
支
援
対
象
と
な
る
生
活
困
窮
者

自
ら
が
賄
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
工
賃
、
報
奨
金
は
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
維
持

の
た
め
で
あ
り
、
生
活
費
と
し
て
は
不
十
分
で
あ
る
。
何
ら
か
の
経
済
的
支
援

が
必
要
で
あ
る
。

�

一
時
生
活
支
援
事
業

一
定
の
住
居
を
持
た
な
い
生
活
困
窮
者
に
対
し
、
宿
泊
場
所
や
食
事
の
提

供
、
衣
類
そ
の
他
の
日
常
生
活
を
営
む
の
に
必
要
と
な
る
物
資
の
貸
与
・
提
供

を
、
一
定
の
期
間
に
限
り
（
原
則
三
ヵ
月
、
最
大
六
ヵ
月
間
）
行
う
事
業
で
あ

る
。
ホ
ー
ム
レ
ス
の
自
立
の
支
援
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
を
踏
ま
え
実
施
さ

れ
て
き
た
シ
ェ
ル
タ
ー
事
業
は
こ
こ
に
組
み
込
ま
れ
た
。
対
象
者
の
年
齢
・
収

入
・
資
産
要
件
は
先
に
見
た
と
お
り
で
あ
る
。

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
な
ど
が
受
託
し
て
実
施
す
る
。
必
要
な
一
般
管
理
職
員
（
事
務

員
、
警
備
員
等
）、
嘱
託
医
師
、
精
神
保
健
福
祉
士
等
の
費
用
や
、
シ
ェ
ル
タ

ー
借
り
上
げ
方
式
の
ホ
テ
ル
等
の
宿
泊
料
金
な
ど
は
こ
の
事
業
か
ら
支
出
さ
れ

る
。
た
だ
し
、
相
談
支
援
に
あ
た
る
職
員
を
雇
う
費
用
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。

自
立
相
談
支
援
事
業
の
相
談
員
が
支
援
に
あ
た
る
。
こ
の
事
業
の
対
象
者
は
、

就
労
支
援
と
し
て
、
就
労
準
備
支
援
事
業
を
合
わ
せ
て
受
け
る
こ
と
が
で
き

る
。大

都
市
以
外
で
ホ
ー
ム
レ
ス
が
少
な
い
自
治
体
に
お
い
て
も
、
住
居
が
不
安

定
化
し
て
い
る
人
や
、
緊
急
的
に
住
居
確
保
が
必
要
と
な
る
生
活
困
窮
者
は
一

定
存
在
す
る
の
で
、
他
の
自
治
体
と
連
携
し
た
広
域
的
な
取
り
組
み
を
検
討
す

る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
シ
ェ
ル
タ
ー
退
所
後
、
継
続
的
な
支
援

と
し
て
再
路
上
化
を
防
止
す
る
観
点
か
ら
、
自
立
相
談
支
援
事
業
に
よ
る
ア
フ

タ
ー
ケ
ア
の
実
施
が
求
め
ら
れ
る
。

ホ
ー
ム
レ
ス
状
態
の
人
は
、
そ
も
そ
も
健
康
で
文
化
的
な
生
活
を
送
る
こ
と
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が
で
き
な
い
で
い
る
人
な
の
で
あ
る
か
ら
、
生
活
保
護
受
給
を
先
延
ば
し
せ

ず
、
生
活
保
護
受
給
の
た
め
の
支
援
を
あ
わ
せ
て
行
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

�

家
計
相
談
支
援
事
業

生
活
困
窮
者
の
多
く
が
家
計
に
関
す
る
問
題
を
抱
え
て
い
る
。「
家
計
再
生

プ
ラ
ン
」
に
も
と
づ
き
、
家
計
管
理
に
関
す
る
支
援
（
家
計
表
等
の
作
成
支

援
、
出
納
管
理
の
支
援
）、
家
賃
、
税
金
、
公
共
料
金
な
ど
の
滞
納
の
解
消
や

各
種
給
付
制
度
等
の
利
用
に
向
け
た
支
援
、
債
務
整
理
に
関
す
る
支
援
、
貸
付

け
の
あ
っ
せ
ん
な
ど
の
支
援
サ
ー
ビ
ス
が
提
供
さ
れ
る
。
対
象
と
な
る
人
の
収

入
・
資
産
要
件
は
規
定
し
て
い
な
い
。

そ
も
そ
も
低
所
得
・
生
活
困
窮
世
帯
は
、
家
計
の
や
り
繰
り
が
難
し
い
。
ま

た
、
家
計
に
関
す
る
相
談
支
援
を
通
じ
て
、
家
庭
内
の
育
児
・
看
護
・
介
護
の

問
題
、
家
族
・
知
人
と
の
ト
ラ
ブ
ル
、
う
つ
症
状
、
依
存
症
等
の
病
気
、
障
が

い
の
疑
い
、
Ｄ
Ｖ
や
虐
待
な
ど
の
課
題
が
見
え
て
く
る
こ
と
が
多
い
。
家
計
相

談
支
援
事
業
は
、
相
談
者
が
自
分
の
家
計
を
理
解
し
「
自
ら
家
計
を
管
理
し
よ

う
」
と
い
う
意
欲
を
高
め
、
先
の
見
通
し
を
立
て
る
と
い
う
、
生
活
す
る
う
え

で
き
わ
め
て
基
本
的
な
支
援
を
提
供
す
る
の
み
な
ら
ず
、
生
活
困
窮
者
が
直
面

し
て
い
る
課
題
を
把
握
・
整
理
す
る
点
で
も
重
要
な
役
割
を
果
た
す
も
の
で
あ

る
（
日
本
総
合
研
究
所
『
家
計
相
談
支
援
事
業
の
運
営
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
手

引
き
）（
案
）』
二
〇
一
四
年
一
二
月
版
、
一
頁
）。
生
活
困
窮
者
へ
の
支
援
サ

ー
ビ
ス
と
し
て
は
、
土
台
に
置
か
れ
る
べ
き
事
業
で
あ
る
。

�

学
習
支
援
事
業

生
活
保
護
利
用
者
世
帯
も
含
め
、
生
活
困
窮
家
庭
の
子
ど
も
の
た
め
に
養
育

相
談
や
学
び
直
し
の
機
会
の
提
供
、
学
習
支
援
な
ど
、「
貧
困
の
連
鎖
」
の
防

止
に
必
要
な
事
業
で
あ
る
。

教
員
Ｏ
Ｂ
な
ど
の
支
援
員
が
、
定
期
的
に
家
庭
訪
問
を
し
た
り
、
子
ど
も
と

親
に
進
学
の
助
言
や
、
学
生
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
よ
る
マ
ン
ツ
ー
マ
ン
の
学
習
支

援
を
実
施
す
る
。「
家
庭
教
師
方
式
」
の
訪
問
支
援
型
と
、
会
場
を
設
定
し
定

期
的
に
支
援
を
す
る
拠
点
型
な
ど
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
柔
軟
か
つ
多
様
な

取
り
組
み
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
学
習
支
援
だ
け
で
な
く
、
居
場
所
と
し
て
の

位
置
づ
け
を
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

�

就
労
訓
練
（
中
間
的
就
労
）
の
認
定

就
労
準
備
の
支
援
を
受
け
て
も
一
般
雇
用
へ
の
移
行
が
で
き
な
い
人
、
就
労

へ
の
移
行
の
た
め
柔
軟
な
働
き
方
を
認
め
る
必
要
が
あ
る
人
が
対
象
で
あ
る
。

社
会
福
祉
法
人
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
、
営
利
企
業
な
ど
が
自
主
事
業
と
し
て
、
軽
易

な
作
業
（
清
掃
、
リ
サ
イ
ク
ル
、
農
作
業
）
の
場
、
い
わ
ゆ
る
「
中
間
的
就

労
」
を
提
供
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

非
雇
用
型
と
支
援
付
雇
用
型
と
に
分
か
れ
る
。
非
雇
用
型
で
は
軽
作
業
を
行

う
が
雇
用
労
働
で
は
な
く
訓
練
で
あ
る
。
仕
事
の
具
体
的
な
指
示
を
す
る
が
、

そ
れ
は
就
労
支
援
・
指
導
で
あ
り
、
労
働
基
準
法
に
い
う
指
揮
監
督
で
は
な
い

と
さ
れ
て
い
る
。
支
援
付
雇
用
型
に
な
る
と
、
事
業
主
と
雇
用
契
約
を
結
ん
で

就
労
す
る
。
支
援
対
象
者
は
労
働
基
準
法
で
い
う
労
働
者
性
が
認
め
ら
れ
て
い

る
。
労
働
者
性
が
認
め
ら
れ
る
作
業
と
労
働
者
性
が
認
め
ら
れ
な
い
作
業
と
の

峻
別
、
労
働
者
と
し
て
最
低
賃
金
を
適
用
す
る
作
業
と
労
働
者
性
が
認
め
ら
れ

て
も
最
低
賃
金
が
減
額
さ
れ
る
職
務
の
峻
別
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

就
労
に
制
約
を
持
っ
た
求
職
者
が
一
般
企
業
に
就
職
す
る
の
に
効
果
が
あ
る

の
は
、
実
践
的
な
実
習
を
経
て
、
採
用
に
至
る
と
い
う
段
階
的
プ
ロ
セ
ス
の
支

援
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
中
間
的
就
労
が
、
ど
れ
だ
け
一
般
企
業
で
の
実
践
と
し

特集２ 生活保護法改正と生活困窮者自立支援法
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て
行
わ
れ
る
か
が
鍵
に
な
る
。
障
害
者
就
労
移
行
支
援
事
業
で
行
わ
れ
て
い
る

よ
う
な
支
援
の
段
階
性
・
計
画
性
を
持
つ
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

就
労
訓
練
事
業
は
事
業
者
の
自
主
事
業
で
あ
る
。
都
道
府
県
知
事
が
事
業
を

認
定
す
る
が
、
認
定
を
受
け
た
事
業
者
に
対
す
る
国
・
自
治
体
か
ら
の
助
成
は

初
期
費
用
だ
け
で
あ
り
、
経
常
的
な
助
成
は
な
い
。
継
続
し
て
事
業
に
取
組
む

事
業
者
を
い
か
に
し
て
増
や
す
か
が
課
題
で
あ
る
。

中
間
的
就
労
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
の
は
、
生
活
保
護
の
自
立
支
援
プ
ロ
グ
ラ

ム
を
発
展
さ
せ
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
な
ど
地
域
の
団
体
と
協
力
し
て
中
間
的
就
労
の
場
を

提
供
し
、
生
活
保
護
受
給
者
の
社
会
的
自
立
を
進
め
て
き
た
「
釧
路
モ
デ
ル
」

で
あ
っ
た
。
ま
た
、
パ
ー
ソ
ナ
ル
サ
ポ
ー
ト
事
業
な
ど
生
活
保
護
外
の
「
伴
走

型
」
支
援
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
成
果
を
あ
げ
た
の
は
、
就
労
を
支
援
し
つ
つ
、
生

活
そ
の
も
の
は
生
活
保
護
で
保
障
す
る
と
い
う
こ
と
が
前
提
に
な
っ
て
の
こ
と

で
あ
（
１６
）

っ
た
。
い
ず
れ
も
、
生
活
保
護
に
よ
る
生
活
保
障
の
う
え
で
の
、
中
間
的

就
労
で
あ
る
。
生
活
困
窮
者
支
援
で
の
中
間
的
就
労
に
は
生
活
保
障
が
伴
わ
な

い
。
支
援
期
間
中
、
生
活
を
支
え
る
た
め
の
何
ら
か
の
経
済
給
付
が
必
要
で
あ

る
。３

実
施
準
備
状
況

生
活
困
窮
者
自
立
支
援
法
の
実
施
に
向
け
て
自
治
体
は
準
備
を
進
め
て
き
た

が
、
任
意
事
業
へ
の
取
り
組
み
は
、
国
の
予
算
が
不
確
定
な
こ
と
も
あ
り
遅
れ

て
き
た
。
実
施
を
半
年
後
に
控
え
た
時
点
で
、
任
意
事
業
に
全
国
の
自
治
体
が

ど
れ
だ
け
取
り
組
む
予
定
か
を
調
査
し
た
結
果
は
、
第
８
図
の
と
お
り
で
あ

る
。
子
ど
も
の
学
習
支
援
事
業
と
就
労
準
備
支
援
事
業
が
三
分
の
一
を
超
え
て

は
い
る
が
、
け
っ
し
て
高
い
と
は
い
え
な
い
。

第８図 任意事業の実施状況調査結果（２０１４年１０月）

〔出所〕 厚生労働省社会・援護局 地域福祉課 生活困窮者自立支援室「平成２６年度社会・
援護局関係主管課長会議資料『生活困窮者自立支援法の施行について』」（２０１５年３月
９日）。
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都
内
各
自
治
体
の
制
度
実
施

直
前
の
準
備
状
況
は
、
第
２９
表

の
と
お
り
で
あ
る
。

子
ど
も
の
学
習
支
援
事
業
を

実
施
す
る
と
し
た
自
治
体
が
五

割
を
超
え
て
い
る
。
子
ど
も
へ

の
居
場
所
の
提
供
と
い
う
意
味

を
持
つ
事
業
で
あ
り
、
一
層
多

く
の
自
治
体
に
よ
る
取
り
組
み

が
求
め
ら
れ
る
。
就
労
準
備
支

援
事
業
は
五
割
弱
、
家
計
相
談

支
援
事
業
は
三
割
弱
で
あ
る
。

家
計
相
談
支
援
は
毎
月
の
や
り

繰
り
に
困
難
を
抱
え
る
生
活
困

窮
者
へ
の
支
援
と
し
て
は
、
土

台
に
置
か
れ
る
べ
き
事
業
で
あ

る
。
こ
の
実
施
率
で
は
低
す
ぎ

る
。
必
須
事
業
と
位
置
づ
け
な

お
し
、
相
談
支
援
事
業
と
セ
ッ

ト
で
提
供
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

必
須
事
業
で
あ
る
自
立
相
談

支
援
事
業
は
、
直
営
で
行
う
と

い
う
と
こ
ろ
が
三
分
の
一
あ

る
。
就
労
準
備
支
援
事
業
、
家

計
相
談
支
援
事
業
は
す
べ
て
委

託
、
学
習
支
援
事
業
は
委
託
が
七
五
％
だ
が
、「
直
営
＋
委
託
」
と
い
う
形
態

が
四
ヵ
所
、
未
定
が
三
ヵ
所
あ
る
。
実
施
体
制
の
違
い
が
支
援
の
内
容
の
違
い

に
ど
う
反
映
す
る
の
か
、
今
後
の
検
証
が
必
要
で
あ
る
。

な
お
、
就
労
訓
練
事
業
の
認
定
を
受
け
た
事
業
所
は
、
二
月
時
点
で
都
内
で

は
皆
無
で
あ
っ
た
。
就
労
訓
練
事
業
を
経
て
生
活
困
窮
者
が
困
窮
か
ら
脱
却
で

き
る
よ
う
に
な
る
道
は
、
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
と
言
う
し
か
な
い
。

お

わ

り

に

現
に
生
活
困
窮
状
態
に
あ
る
人
を
、
生
活
保
護
の
手
前
で
援
助
す
る
制
度

が
、
生
活
困
窮
の
克
服
に
資
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。

二
〇
〇
二
年
の
ホ
ー
ム
レ
ス
自
立
支
援
法
は
、
ホ
ー
ム
レ
ス
状
態
を
「
健
康

で
文
化
的
な
生
活
を
送
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
い
る
」、
す
な
わ
ち
、
最
低
生

活
以
下
の
暮
ら
し
を
し
て
い
る
と
認
め
た
う
え
で
、
生
活
保
護
と
は
別
の
対
策

を
講
じ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
生
活
困
窮
者
自
立
支
援
法
は
、
さ
す
が
に
洗
練
さ

れ
た
も
の
に
な
り
、
対
象
を
「
最
低
限
度
の
生
活
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
な

く
な
る
お
そ
れ
の
あ
る
者
」、
す
な
わ
ち
、
と
り
あ
え
ず
最
低
生
活
は
維
持
で

き
て
い
る
人
だ
と
し
た
。
し
か
し
、
施
行
規
則
を
見
る
と
、
最
低
生
活
以
下
で

暮
ら
し
て
い
る
人
が
実
際
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
生
活
保
護
の
対
象
で
は
な

い
と
い
う
こ
と
を
明
確
に
す
る
た
め
、「
最
低
限
度
の
生
活
を
維
持
で
き
な
く

な
る
お
そ
れ
の
あ
る
者
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
つ
く
り
出
し
た
が
、
具
体
的

な
対
象
者
基
準
を
み
る
と
、
最
低
生
活
が
維
持
で
き
て
い
る
と
は
い
え
な
い
状

態
で
あ
る
。

こ
う
し
た
状
態
の
人
た
ち
に
と
っ
て
、
生
活
保
護
の
手
前
か
ど
う
か
、
要
保

護
状
態
か
ど
う
か
を
決
め
る
の
は
、
生
活
保
護
の
受
給
要
件
で
あ
る
。
預
貯

第２９表 生活困窮者自立支援法の事業実施および体制（２０１５年２月調査）

子どもの学習支援事業

５６％

０％

７５％
１４％

１１％

４４％

０％

〔出所〕 東京都福祉保健局生活福祉部生活支援課（２０１５年２月２６日）。

計

２８

０

２１
４

３

２２

０

都

１

０

１
０
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０
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市

１０

０

６
３

１

１６

０

区

１７

０

１４
１

２

６

０

家計相談支援事業

２８％

０％

１００％
０％

０％

７２％

０％

計

１４

０

１４
０

０

３６

０

都

１

０

１
０

０

０

０

市

３

０

３
０

０

２３

０

区

１０

０

１０
０

０

１３

０

就労準備支援事業

４８％

０％

１００％
０％

０％

５２％

２％

計

２４

０

２４
０

０

２５

１

都

１

０

１
０

０

０

０

市

８

０

８
０

０

１７

１

区

１５

０

１５
０

０

８

０

自立相談支援事業

１００％

３４％

４８％
１６％

２％

０％

０％

計

５０

１７

２４
８

１

０

０

都

１

０

１
０

０

０

０

市

２６

１０

１０
５

１

０

０

区

２３

７

１３
３

０

０

０

実施する

直営

委託
直営＋委託

未定

実施しない

未定
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金
・
手
持
ち
金
や
、
自
家
用
自
動
車
の
保
有
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
が
、
生
活

困
窮
者
の
な
か
に
、
生
活
保
護
の
手
前
の
人
を
つ
く
り
出
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
要
保
護
の
認
定
基
準
が
厳
し
す
ぎ
て
、
最
低
生
活
以
下
で
暮
ら
し
て
い
る

人
を
、
要
保
護
だ
と
認
め
ら
れ
な
い
で
い
る
こ
と
の
問
題
性
が
明
ら
か
に
な
っ

て
い
る
。
生
活
保
護
の
側
で
の
改
善
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

逆
に
言
え
ば
、
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
、
生
活
保
護
を
使
い
に
く
く
し
な
い
と
い

け
な
い
と
い
う
別
の
政
治
的
な
大
き
な
動
き
が
出
て
く
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う

し
た
動
き
の
強
ま
り
が
生
活
保
護
法
改
正
を
も
た
ら
し
た
。
今
回
の
生
活
保
護

改
革
に
お
い
て
は
、
そ
れ
に
対
抗
し
た
反
貧
困
の
運
動
が
生
活
保
護
を
使
い
に

く
く
な
ら
な
い
よ
う
歯
止
め
は
か
け
た
と
い
う
状
況
で
あ
る
。

生
活
困
窮
者
の
日
常
生
活
、
社
会
生
活
の
自
立
を
支
え
る
自
立
支
援
サ
ー
ビ

ス
シ
ス
テ
ム
の
制
度
化
に
つ
い
て
は
、
道
半
ば
の
状
況
で
あ
る
。
生
活
保
護
内

に
自
立
支
援
を
制
度
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
生
活
困
窮
者
自
立
支
援

法
で
も
、
相
談
支
援
の
体
制
ま
で
し
か
で
き
て
い
な
い
。
ア
セ
ス
メ
ン
ト
、
コ

ー
デ
ィ
ネ
イ
ト
ま
で
で
あ
る
。
任
意
事
業
と
さ
れ
た
そ
の
他
の
支
援
事
業
は
、

取
り
組
み
に
自
治
体
間
で
大
き
な
格
差
が
生
じ
て
い
る
。

生
活
困
窮
者
へ
の
生
活
支
援
の
サ
ー
ビ
ス
体
制
を
ど
う
つ
く
る
か
は
、
残
さ

れ
た
ま
ま
で
あ
る
。
生
活
保
護
自
立
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
い
う
形
で
の
展
開

は
、
モ
デ
ル
づ
く
り
に
は
な
っ
た
。
予
算
措
置
で
は
な
く
、
交
付
税
で
措
置
さ

れ
る
と
は
い
え
、
生
活
保
護
法
の
な
か
に
、
新
た
な
扶
助
と
し
て
制
度
化
し
、

最
低
生
活
保
障
の
一
環
と
し
て
、
権
利
と
し
て
保
障
す
る
と
い
う
こ
と
を
改
め

て
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
自
治
体
の
独
自
財
源
に
頼
っ
て
は
、
事
業
は

進
ま
な
い
。
交
付
税
で
措
置
さ
れ
る
と
は
い
え
、
生
活
困
窮
者
の
多
い
自
治
体

が
財
源
に
ゆ
と
り
が
な
い
の
は
明
白
で
あ
る
。
生
活
困
窮
者
対
策
は
、
国
の
事

業
と
し
て
国
が
予
算
を
確
保
し
て
進
め
る
し
か
な
い
。

（
１
）
高
齢
者
は
公
的
年
金
控
除
が
影
響
し
、
住
民
税
非
課
税
基
準
が
高
く
設
定
さ
れ
て

い
る
。
詳
し
く
は
、
田
中
聡
一
郎
「
市
町
村
民
税
非
課
税
世
帯
の
推
計
と
低
所
得
者
対

策
」『
三
田
学
会
雑
誌
』
一
〇
五
巻
四
号
、
二
〇
一
三
年
一
月
、
七
七
頁
参
照
。

（
２
）
桜
井
啓
太
・
中
村
又
一
「
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
化
す
る
生
活
保
護
「
自
立
」
世
帯：

Ｐ
市
生
活
保
護
廃
止
世
帯
の
分
析
」『
社
会
福
祉
学
』
五
二
巻
一
号
、
二
〇
一
一
年
五

月
、
七
〇
〜
八
二
頁
参
照
。

（
３
）
詳
し
く
は
、
布
川
日
佐
史
『
生
活
保
護
の
論
点
』
山
吹
書
店
、
二
〇
〇
九
年
、
九

章
を
参
照
。

（
４
）
後
藤
道
夫
・
布
川
日
佐
史
編
著
『
失
業
・
半
失
業
者
が
暮
ら
せ
る
制
度
の
構
築
』

大
月
書
店
、
二
〇
一
三
年
、
五
三
頁
。

（
５
）
後
藤
・
布
川
編
著
『
同
前
』
七
七
頁
。

（
６
）
田
川
英
信
「
生
活
保
護
に
お
け
る
扶
養
調
査
の
実
際
と
課
題
」『
貧
困
研
究
』
一
二

号
、
二
〇
一
四
年
、
八
二
〜
九
三
頁
。

（
７
）
厚
労
省
社
会
・
援
護
局
長
「
就
労
可
能
な
被
保
護
者
の
就
労
・
自
立
支
援
の
基
本

方
針
に
つ
い
て
」
二
〇
一
三
年
五
月
一
六
日
。

（
８
）
奥
森
祥
陽
・
河
村
直
樹
・
布
川
日
佐
史
「
就
労
・
自
立
支
援
の
『
基
本
方
針
』
と

就
労
支
援
の
あ
る
べ
き
姿
」『
賃
金
と
社
会
保
障
』
一
五
九
六
一
号
、
二
〇
一
三
年
、
一

二
〜
三
〇
頁
参
照
。

（
９
）
生
活
困
窮
者
就
労
準
備
事
業
と
生
活
困
窮
者
家
計
相
談
事
業
は
、
生
活
保
護
受
給

者
に
対
し
て
は
、
生
活
保
護
法
第
二
七
条
の
二
に
基
づ
き
予
算
事
業
で
実
施
す
る
と
し

て
い
る
。

（
１０
）
池
谷
秀
登
編
著
『
生
活
保
護
と
就
労
支
援

福
祉
事
務
所
に
お
け
る
自
立
支
援

の
実
践
』
山
吹
書
店
、
二
〇
一
三
年
参
照
。

（
１１
）
生
活
保
護
利
用
者
の
子
ど
も
へ
の
学
習
支
援
は
、
生
活
保
護
で
は
な
く
、
生
活
困

窮
者
自
立
支
援
法
の
生
活
困
窮
者
の
子
ど
も
の
学
習
支
援
事
業
で
行
う
こ
と
に
な
っ

た
。
国
庫
負
担
率
は
十
分
の
十
か
ら
、
二
分
の
一
へ
下
が
っ
た
。

（
１２
）
下
夷
美
幸
「
離
別
し
た
父
親
の
扶
養
義
務
の
履
行
確
保
に
つ
い
て

日
本
と
ア

メ
リ
カ
の
養
育
費
政
策
」『
貧
困
研
究
』
一
二
号
、
二
〇
一
四
年
、
七
一
〜
八
一
頁
。

（
１３
）
収
入
、
資
産
と
も
に
世
帯
単
位
で
あ
る
た
め
に
、
無
業
・
引
き
こ
も
り
の
若
者
、
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障
害
者
、
高
齢
者
の
多
く
が
支
援
の
対
象
と
な
ら
な
い
こ
と
は
、
先
に
述
べ
た
と
お
り

で
あ
る
。

（
１４
）
岩
間
伸
之
「
生
活
困
窮
者
支
援
制
度
に
お
け
る
『
総
合
相
談
』
の
意
義
と
展
開
」

『
貧
困
研
究
』
一
二
号
、
二
七
〜
三
七
頁
。
個
別
支
援
と
地
域
支
援
の
融
合
を
視
野
に
入

れ
た
「
地
域
を
基
盤
と
し
た
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
」
視
点
か
ら
、「
総
合
相
談
モ
デ
ル
」

の
展
開
を
論
じ
て
い
る
。

（
１５
）
生
活
保
護
利
用
者
へ
は
、
生
活
困
窮
者
自
立
相
談
支
援
事
業
に
お
け
る
就
労
支
援

を
、
生
活
保
護
法
第
五
五
条
の
六
「
被
保
護
者
就
労
支
援
事
業
」
と
し
て
適
用
す
る
。

（
１６
）
奥
田
知
志
・
稲
月
正
・
垣
田
裕
介
・
堤
圭
史
郎
『
生
活
困
窮
者
へ
の
伴
走
型
支

援
』
明
石
書
店
、
二
〇
一
四
年
。

（
布

川

日

佐

史
）

特集２ 生活保護法改正と生活困窮者自立支援法

107


